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第1章  大宜味村の概要 

1.  位置と地勢 

本村は沖縄本島北西部に位置し、西は東シナ海に面している。東は東村、北は国頭村、南は名護市

にそれぞれ隣接しており、県都那覇市から北に約 87km、北部圏の拠点都市である名護市からは約

22km に位置している。 

村域は東西約 8km、南北約 13.3km、総面積 63.63 ㎢で県内第 9 番目の広さを有する。その約 77%

が森林で占められ、中央には標高 300m 前後の山々が連なり、大小 17 の河川が東シナ海にそそいで

いる。 

平地は限られ、集落は海岸沿いのわずかな平坦地に立地しており、背後には標高 150～200m の段

丘が発達している。古くから住民は急峻な地形と向き合いながら、開墾や農林業を営んできた。海岸

には美しいさんごと砂浜が広がり、内陸部は強酸性土壌が多く、栽培作物が限定される特徴がある。 

 

 

東シナ海 

太平洋 

国頭村 

東村 

名護市 

那覇市 

大宜味村 
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2.  総合計画の経緯 

大宜味村では、村の将来像を共有し、行政運営を総合的・計画的に進めるため、昭和 54 年度以降

これまで５次にわたり総合計画を策定し、長期的視点で村づくりを推進してきた。 

前回の第５次総合計画（2016～2025 年度）では、自然・長寿・文化の価値を重視し、生活基盤整

備と人材育成に力を注いできた。社会環境の変化が加速する中で、第６次総合計画は、これまでの成

果を踏まえつつ、新たな課題に対応するための最上位計画として策定するものである。 

 

 計画期間（年度） 将来像・基本目標 計画期間内に実施した主な事業 

第 1 次 S54（1979） 

～S61（1986） 

〇豊かで住みよく明るく健康で、文

化的な村づくり 

○大宜味中学校（統合）整備 

○村営簡易水道整備 

○農村環境改善センター整備 

○村立芭蕉布会館整備 

○塩屋漁港改修工事 

第 2 次 S63（1988） 

～H7（1995） 

〇豊かで住みよく明るく健康で、文

化的な村づくり 

○農村総合整備モデル事業 

○高齢者等活性化センター整備 

○村立歯科診療所整備（塩屋漁港） 

○学校給食センター整備（饒波） 

第 3 次 H8（1996） 

～H17（2005) 

○豊かで住みよい村づくり 

○明るく健康な村づくり 

○文化的な村づくり 

○塩屋湾外海公有水面埋立事業 

○特産品加工施設整備 

○畑地かんがい整備 

○江洲定住分譲地整備 

○公営住宅整備（大宜味・田嘉里等） 

○地域情報基盤整備事業 

○小学校・中学校改築 

○水源基金事業（公民館・共同売店・農

村公園・集落排水・集落道等整備） 

第 4 次 H18（2006） 

～H27（2015） 

○健康長寿のいきいき輝く文化の村 

・豊かで住みよい村づくり 

・健康ユイマールの村づくり 

・心豊かな文化の薫り高い村づくり 

・安心、安全な村づくり 

○公営住宅整備（田嘉里第２・喜如嘉・

マーランガー・結の浜） 

○道路の整備（押川線・海染江洲原線・

結の浜線等） 

○北部広域ネットワーク整備（インター

ネット環境の整備） 

○村立診療所整備（結の浜） 

○浄化センター整備 

○結の浜分譲地整備 

○企業支援施設整備 

○結の浜公園整備 

○ター滝駐車場整備 

○小学校統合・中学校移転整備 

第 5 次 H28（2016） 

～R7（2025） 

○教育・歴史文化の輝く健康長寿村 

・豊かな自然が生み出す活力ある村

づくり 

・健康長寿と子育て・弱者を支える

「結」の村づくり 

・歴史に学び人を育む文化の村づく

り 

・安全・安心な住みよい村づくり 

○おおぎみこども園整備 

○道路の整備（根路銘上原線・腰間線

等） 

○ビジターセンター整備 

○旧学校跡地利活用（旧喜如嘉小学校・

旧塩屋小学校・旧津波小学校） 

○結の浜海浜公園整備 

○役場庁舎整備 
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第2章  総合計画の目的と構成等 

1.  総合計画の目的 

本計画は、本村の将来像の実現に向けて、分野横断で推進する施策の方向性を示す最上位計画であ

る。人口減少や生活環境の変化が進む中で、自然・文化・長寿といった本村の強みを守りながら、持

続可能な地域を創出するための長期的指針である。あわせて、計画は毎年度の点検と公表により運用

し、必要に応じて見直すことで、政策効果の最大化と説明責任を果たす。 

本村は、第５次総合計画（2016～2025 年度）のもとで、教育・歴史文化の継承、生活基盤の整備、

人材育成や観光・産業振興等に計画的に取り組んできた。結の浜地区の整備や学校の再編・施設更

新、観光体制の強化など、将来像実現に向けた基盤づくりの成果を積み重ねてきたところである。計

画期間の満了を迎えるにあたり、これまでの成果と課題を検証し、新たな社会経済環境や人口動態の

変化に対応するため、第６次総合計画を策定するものである。 

 

2.  総合計画の構成 

総合計画は、目的に応じて基本構想・基本計画・実施計画の三層で構成する。三層は相互に連動し、

基本構想が方向を定め、基本計画が具体化し、実施計画が年次事業として担保する受け渡しの仕組み

とする。 

 

■基本構想（10 年） 

本村の将来像、基本理念、および分野横断の施策の大綱を定める長期ビジョンである。村づくりの

価値・優先順位・政策領域の方向性を示し、下位計画を導く上位指針である。 

■基本計画（5 年） 

基本構想を具体化するため、分野別の施策方針、主要事業、指標（KPI）等を体系化する中期計画

である。 

■実施計画（3 年） 

基本計画に掲げる事業を、財源見通しとともに年次ベースで編成する短期計画である。毎年度の点

検結果や社会情勢を反映してローリングにより更新し、執行可能性を担保する。 

 

 

  

基本構想 

本村の将来像を描き、村づくりの基本理念と目標及び施

策の大綱を示す。基本構想の期間は令和８年度～令和 17

年度までの 10 年間とする。 

（長期計画） 
 

基本計画 

基本構想を具体化するための行政の施策、手段を総合的、

体系的に示す。基本計画の計画期間は、令和８年度～令和

12 年度までの 5 年間とする。 

（中期計画） 
 

実施計画 

基本計画で定められた各種事業を実施するための財政

措置等を講じるもの。3 年間を対象とする。 

（短期計画） 
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3.  総合計画の期間 

本計画の基本構想は、令和 8 年度から令和 17 年度までの 10 年間を計画期間とする。 

基本計画はこのうち前期の 5 年間を対象とし、実施計画は 3 年間を対象として毎年度のローリン

グにより更新する。 

 

4.  総合計画と総合戦略の位置づけ 

本村は、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の趣旨を踏まえ、人口減少・少子高齢化という

構造課題に対し、総合計画と総合戦略（第３期）を一体的に運用する。 

総合計画は、長期の理念・将来像・施策の大綱を示す最上位計画であり、村づくりの価値・優先順

位・政策領域の方向性を定める。これに対し、総合戦略は、人口・定住等に関わる KGI（最終目標）

と主要 KPI を設定し、人口の自然増・社会増に直結する重点施策を 5 年サイクルで集中的に実行す

る戦略計画である。両者は、役割を分担しつつも相互に補完し合う関係にある。 

 

5.  SDGs の取組 

本計画は、「誰一人取り残さない」という SDGs の理念に基づき、17 の目標と本村の施策との関

連を体系的に整理し、持続可能な地域づくりを推進するものである。 

特に、自然環境の保全、健康長寿の継承、人材育成、地域経済の活性化は SDGs との親和性が高

く、計画のあらゆる分野においてこれらの視点を重視する。各施策の検討に際しては、SDGs の理念

や関連する目標を踏まえ、施策の方向性・重点化・改善に反映させることで、地域づくりの質の向上

を図る。 
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第3章  大宜味村の強みと課題 

1.  大宜味村の活かすべき強み 

大宜味村には、村民が誇りを持てる多くの強みが存在する。これらの強みは、次期計画における地

域づくりの基礎となるものである。 

 

1.1.  豊かな自然環境 

村域の約 77％を森林が占め、やんばるの森・清流・海岸が多様な生態系を育む。本村の景観と生

物多様性は観光・教育・暮らしの基盤であり、流域から海へ続く自然の循環は住民の誇りである。自

然資源の保全と賢明な利用が地域の魅力と価値を高める。 

 

1.2.  文化資源・歴史の力 

芭蕉布や伝統行事、集落景観など独自の文化が息づく。文化財は学術的価値に加え観光資源として

の潜在力が高く、地域の誇りと結束を支える。継承と活用を両輪に、文化の発信と次世代育成を進め

る。 

 

1.3.  地域の絆（ユイマール） 

住民同士の支え合いが生活を下支えし、世代間のつながりがコミュニティの力を形成する。見守り

や相互扶助は防災・福祉・子育ての基盤であり、地域課題の解決力を高める資産である。 

 

1.4.  長寿文化 

かつて全国的に知られた長寿の村として、伝統食や日常の労作、地域のつながりが健康と生きがい

を支えてきた。長寿文化は観光・教育資源としても有効であり、次世代への継承が地域の価値向上に

資する。 

 

1.5.  第一次産業の基盤 

シークヮーサーをはじめとする農産物、海ぶどう・もずく等の養殖、森林資源など、地域に根ざし

た産業基盤を有する。自然と共存する産業は雇用や所得の源泉であり、持続可能な振興が重要であ

る。 

 

2.  大宜味村が対応すべき課題 

一方、大宜味村が直面する課題は次の通りである。 
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2.1.  人口減少と若者流出 

出生数の減少と進学・就職による転出が続き、担い手不足が深刻化している。定住・U ターン促進

と子育て支援、働く場の創出を一体で進め、人口の自然増・社会増に結びつける必要がある。 

 

2.2.  生活利便性の低さ 

買物・医療・交通・娯楽等の利便性が十分でなく、日常生活の満足度に影響している。身近なサー

ビス確保や移動手段の拡充、地域拠点の機能強化により、住み続けられる環境を整える。 

 

2.3.  産業の担い手不足と収益性の課題 

農林水産業の労働力減少や事業承継の停滞、付加価値化の遅れが課題である。担い手育成・スマー

ト化・加工流通の強化により、収益性の向上と産業の持続性を確保する。 

 

2.4.  高齢化による福祉需要の増大 

独居高齢者の増加や介護需要の拡大に対応し、地域包括ケアと見守り体制の充実が必要である。健

康づくりと介護予防を強化し、住み慣れた地域での生活継続を支える。 

 

2.5.  公共施設・インフラの老朽化 

道路・橋梁・上下水道等の更新需要が高まっている。長寿命化・計画的更新と、財源制約下での優

先順位付けにより、安全・安心な暮らしの基盤を維持・強化する。 

 

2.6.  気候変動や自然災害への備え 

海岸低地の浸水や急傾斜地の土砂災害などのリスクがある。適応策と防災・減災、土地利用の最適

化、避難ネットワーク整備を進め、地域のレジリエンスを高める。 
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第4章  大宜味村の将来像 

 

1.  基本理念 

大宜味村は、豊かな自然と歴史文化を土台に、人と人が支え合いながら暮らしを築いてきた。限ら

れた資源の中で教育に力を注ぎ、人を育て、長寿を尊び、自然と調和する生活文化を育んできた歩み

は、これからの村づくりにおいても揺るがない指針である。 

本章では、次期計画がよりどころとする３つの基本理念を定め、将来像と施策の大綱の根拠を明ら

かにする。 

 

1.1.  人材を以って資源と為す 

「人材を以って資源と為す」は村民憲章に刻まれている村是であり、教育を礎に発展してきた本村

の歴史を示すものである。 

地域の未来を切り拓く最大の資源は人であるとの認識に立ち、幼児期から学校教育、生涯学習、産

業・文化の担い手育成に至るまで切れ目なく人づくりを進める。 

多様な学びと挑戦の機会を整え、村民一人ひとりの力が地域課題の解決と価値創出へ結び付く循

環を確立する。 

 

1.2.  長寿を育む地域社会 

「長寿の里」は、大宜味村が日本一の長寿の村として築き上げてきた誇りを示す言葉である。豊か

な自然、伝統的な食文化、地域の絆が高齢者の健康と生きがいを支えてきた。 

この理念は、誰もが安心して暮らせる福祉と健康づくりを進めるとともに、長寿文化を次世代へ継

承し、すべての世代が心豊かに暮らせる地域社会を実現することを表す。 

 

1.3.  自然とともに生きる 

やんばるの森や海、清らかな川、シークヮーサーに象徴される豊かな自然環境を守り、その恵みを

次世代に引き継ぐという理念である。 

森林資源や薬草文化を大切にしながら、エコツーリズムや持続可能な農林水産業を推進し、自然と

調和した暮らしを育むことで、環境と経済が共に持続する地域を目指す。 
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2.  将来像 

自然と文化を守り、地域の力で未来をつむぐ村 

 

大宜味村は、やんばるの森と海、清らかな河川に育まれた豊かな自然、芭蕉布や年中行事に代表さ

れる地域の文化、そして世代を超えて支え合うユイマールの絆によって成り立ってきた。これらは、

時代が変化しても揺らぐことのない本村の根幹であり、人口減少や生活様式の変化が進む現在にあ

って、次の世代へ確かに引き継ぐべき「村の財産」である。 

本計画の策定にあたっては、これまでの計画の成果と現状分析を踏まえつつ、村民アンケートや職

員・村民・中学生ワークショップ等の意見集約を行い、暮らしに対する期待と課題を幅広く把握し

た。その過程で、「自然と風景を守りたい」、「地域で子どもを育てたい」、「医療・買物・交通な

ど日々の安心を高めたい」という思いが、世代を問わず共通していることが確認された。これらの声

は、大宜味村の将来像を形づくる重要な拠り所である。 

そこで本村は、自然と文化を守り継ぐことを大前提に、人を育て、地域の力を高めることで、暮ら

しと地域経済をともに持続させる未来をめざす。同時に、日常の安心を支える基盤を計画的に整備・

更新し、気候変動や自然災害にも強い「しなやかな暮らしの土台」を確立する。自然環境との調和を

大切にした土地利用や景観形成を進め、住まいと公共空間の質を高めることで、心豊かに暮らし続け

たいと思える日常を実現する。 

この将来像は、基本理念（人材を以って資源と為す／長寿を育む地域社会／自然とともに生きる）

を統合し、大宜味村らしさを失わずに未来を切り拓くための方向を示すものである。自然と文化、人

と地域、暮らしと経済の調和を保ちながら、村民・事業者・関係機関・行政が力を合わせて未来をつ

むいでいく——それが大宜味村のめざす姿である。 
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3.  将来の人口 

第6次総合計画では、国立社会保障・人口問題研究所（社人研）の将来推計を基礎とし、現実的

な見通しに基づいて人口動態の転換を図ることとした。出生については村の水準を踏まえ社人研

推計値を採用し、移動については若年層の転出抑制と定着促進を主軸に設定して検討した。 

その結果、大宜味村の将来目標人口は、2035年は2,700人、2045年は2,500人とする。 

 

 

大宜味村の将来人口 
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4.  基本構想の施策の大綱 

大宜味村の将来像「自然と文化を守り、地域の力で未来をつむぐ村」を実現するためには、基本理

念に基づき、村づくりの方向性を具体的な施策として体系的に示すことが不可欠である。 

ここでは、今後 10 年間における村の発展に向けた主要な分野を「人材・産業」、「地域の絆と文

化」、「暮らしの基盤」、「協働と行政運営」の４つの柱として整理し、基本構想における施策の大

綱として示す。 

 

4.1.  人材を育て、未来を創る産業と働く場の創出 

大宜味村の最大の資源は「人」である。幼児期から学齢期、青年期、就労期、さらには熟年期に至

るまで切れ目なく学び直し・挑戦の機会を整え、地域課題の解決に参画できる人材を育成する。 

第一次産業の高度化・高付加価値化、観光等の地域資源型産業の育成、デジタル技術の活用による

生産性向上を進め、地域内に安定した働く場を形成する。 

移住定住・U ターンを促す住環境整備とあわせ、若者・子育て世代が「住み、働き、育てる」こと

を選べる循環をつくる。 

 

4.2.  地域の絆と文化を守り、あたりまえの幸せを続ける暮らし 

世代を超えた支え合い（ユイマール）と、芭蕉布に代表される文化資産、祭祀や年中行事、集落景

観などの地域文化を継承・活用し、日常の暮らしの質を高める。 

子どもが地域に見守られ、若者が誇りを持ち、高齢者が生きがいを持てる場を広げ、孤立を防ぐ。 

地域活動やボランティア、学びや交流の機会を充実させ、「あたりまえの幸せ」が実感できる生活

を次世代へつなぐ。 

 

4.3.  自然と共に、安心して暮らせる基盤づくり 

やんばるの森、河川、海岸などの自然環境を守りながら、道路・上下水道・情報通信・防災・医療・

福祉・交通・買い物など、暮らしを支える基盤を計画的に整備・更新する。 

気候変動や災害リスクに備え、強靭でしなやかなインフラと地域防災力を高めるとともに、合意形

成を重んじた土地利用の最適化を図る。 

自然と調和した住まいと公共空間を整え、誰もが安全・安心に暮らせる環境を実現する。 

 

4.4.  協働と健全な行政運営による持続可能な地域の実現 

情報公開と対話を基礎に、村民・事業者・関係機関と行政が連携し、協働で政策を進める。 

限られた財源・人材を有効に活用するため、データに基づく政策立案（EBPM）とデジタルを活用

した業務効率化、公共施設の適正配置・長寿命化、広域連携の推進により、健全な行財政運営を確保

する。 

計画の進行管理と成果の見える化を徹底し、持続可能な地域経営を実現する。 
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重点施策 

将来像「自然と文化を守り、地域の力で未来をつむぐ村」の実現に向け、本村は次の３つの施策を

重点的に推進する。 

■定住の促進及び雇用の創出 

■産業の振興 

■教育の振興 

 

4.5.  定住の促進及び雇用の創出 

村内では、定住促進に資する住宅（民間アパートや即活用可能な空き家）が不足していることか

ら、公有財産の活用も視野に入れ、民間アパートの誘致や定住促進住宅の整備を推進する。併せて、

空き家バンクの活用や移住希望者への相談支援体制の充実など、生活開始を円滑にする仕組みづく

りにも取り組む。 

また、住環境の整備だけでなく、民間企業の誘致や地元事業者の育成などにより産業の活性化を図

り、安定した雇用機会を創出することで、若年層の村外流出を抑制し、持続的な定住人口の確保を目

指す。 

 

4.6.  産業の振興 

村の基幹産業である第 1 次産業について、担い手不足の解消や安定した生産体制の確立を進める

ため、就農支援や技術継承の仕組みづくり、設備導入支援などを強化する。 

また、世界自然遺産に登録された豊かな自然資源を最大限に活かし、エコツーリズムの推進や体験

型観光の充実、特産品との連携による地域ブランド力の向上を図る。 

これらの取組を通じて、第 1 次産業と観光産業の相乗効果を高め、地域経済の多角化と持続的な

成長につながる産業構造の形成を目指す。 

 

4.7.  教育の振興 

「人材を以って資源と為す」の村是のとも、子どもたちが安心して学べる教育環境の充実を図るた

め、学校施設の整備・改善や ICT 環境の強化、体験活動の充実などに取り組む。 

また、地域の文化・伝統芸能・自然を活かした特色ある学びを推進し、郷土への理解と誇りを育む

教育を進める。 

さらに、地域住民が生涯を通じて学び続けられる機会を確保し、地域課題解決に寄与する多様な人

材やリーダーを育成することで、地域社会全体の活力向上につなげる。 
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5.  施策の体系 

基本目標を達成するために、以下の主要施策に取り組んでいる。 

なお、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げられた目標をふまえ、本村として人口

減少克服と地域活性化をめざすための施策や取り組みを「総合戦略」として位置づけ、★印を付

けている。 

 

表 4-1 施策の体系 

施策大綱 施策項目 基本施策 総合戦略 

Ⅰ 人材を育て、未来を

創る産業と働く場の

創出 

１ 農業・畜産業 １－１ 農業の振興 ★ 
 

１－２ 畜産業の振興  

２ 林業・水産業 ２－１ 林業の振興  
 

２－２ 水産業の振興 ★ 

３ 商工業 ３－１ 商業の振興  
 

３－２ 工業・新規産業の振興 ★ 

４ 観光 ４－１ 観光体制の充実  
 

４－２ 観光資源の整備・促進 ★ 

Ⅱ 地域の絆と文化を守

り、あたりまえの幸せ

を続ける暮らし 

１ 学校教育 １－１ 教育内容の充実 ★ 
 

１－２ 学習環境の充実  

２ 社会教育 ２－１ 生涯学習の促進  
 

２－２ スポーツ・レクリエーション

の促進 

 

３ 歴史・文化 ３－１ 文化財の保全・活用 ★ 
 

３－２ 地域文化の継承 ★ 

４ 健康・医療 ４－１ 健康づくりの推進 ★ 
 

４－２ 医療体制の充実 ★ 

５ 子育て ５－１ 子育て支援の促進 ★ 

 ５－２ 幼児教育・保育の振興  

６ 福祉 ６－１ 障がい者福祉の支援  

 ６－２ 高齢者福祉の支援  

 ６－３ 地域福祉の支援  

 ６－４ 社会保障制度の充実  

Ⅲ 自然と共に、安心し

て暮らせる基盤づく

り 

１ 道路 １－１ 道路の維持・管理 ★ 
 

１－２ 道路環境の整備  

２ 港湾・河川 ２－１ 港湾の活用  
 

２－２ 河川環境の維持  

３ 上水道・生活

排水 

３－１ 水道水の安定供給  

３－２ 生活排水の適切な処理  

 ３－３ し尿・ごみの適切な処理  
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施策大綱 施策項目 基本施策 総合戦略 

４ 消防・防災 ４－１ 消防・救急の推進  

 ４－２ 防災・交通安全・防犯対策の

推進 
★ 

５ 村民生活 ５－１ 住環境の提供  

 ５－２ 火葬環境の維持  

 ５－３ 情報通信環境の確保  

Ⅳ 協働と健全な行政運

営による持続可能な

地域の実現 

１ 行政運営 １－１ 行政運営の推進  

 １－２ 財政運営の推進  

 １－３ 公共施設等の維持管理  

 １－４ 広域行政  

２ 自治運営 ２－１ 村民参加  

 ２－２ 各種団体活動支援  
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第1章  人材を育て、未来を創る産業と働く場の創出 

1.  農業・畜産業 

1.1.  農業の振興 

1.1.1.  現況 

本村は平地が少なく農地が分散し、耕地面積は横ばいながら遊休農地が増加している。台風や

塩害、鳥獣害の影響に加え、傾斜地では耕土流出が農家負担となり、海域への影響も懸念される。 

花卉・果樹は増産傾向だが、他作目は生産者減少が続き、シークヮーサーの立ち枯れや収量減な

ど課題が顕在化している。 

 

1.1.2.  課題 

土地改良地区において、排水不良や農道の未舗装、所有者不明農地などによる課題があり、遊休

農地化となっている農地が多く、就農したくても参入できない状況がある。 

シークヮーサーは加工用出荷が主であり、需要が微増しているものの、高齢化世帯の農家や耕

作者不在などの理由により、未収穫の樹園地も多く見受けられるなど生産体制が脆弱化してきて

いる。そのため、後継者育成、農地流動化や機械導入、スマート農業の推進は喫緊の課題である。

担い手不足は続くものの青年農業者は増加しており、定着支援と耕作放棄地の活用が重要となっ

ている。 

 

1.1.3.  施策 

本村では、将来にわたって農業を基幹産業として位置づけ、生産基盤の充実強化を図りながら、

時代に即応した多様な農業の振興を進めるとともに、耕作放棄地の解消と中核的担い手農家の育

成、農地集積を一体的に推進する。 

（1） 生産基盤の整備 

赤土等流出防止対策を講じながら、既存の優良農地の維持・保全と地力向上を図るとともに、

耕作放棄地の解消を進める。あわせて、農道や排水路、灌漑施設等の整備・改良を計画的に推

進し、担い手への農地集積と連動した農業基盤整備を進めることで、持続可能で安定した農業

生産環境の確立を目指す。 

（2） 時代に対応可能な農業の展開 

基幹作物であるシークヮーサー、さとうきび、パインアップルの品質向上と安定生産を進め

るとともに、園芸作物や工芸作物の振興による付加価値の高い農業を推進する。また、機械化

やスマート農業、近代化施設の導入により経営体質の強化を図る。また、グリーンツーリズム

の展開を促進するための観光事業者との連携強化支援に努め、農業の収益性向上と経営安定化

を図る。 
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（3） 遊休農地や人的資源の活用 

意欲ある担い手の育成と農地の有効活用を通じ、安定した農業経営と経営型農業の確立を図

る。中核農家や認定農業者、新規就農者の段階に応じた支援を行い、遊休農地の解消と面的な

農地集積を推進する。あわせて、６次産業化や農業以外からの参入促進により、農業の付加価

値向上と持続性の強化を図る。 

 

1.1.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和7年度） 

目標値 

（令和12年度） 

農業収入金額 108百万円 110百万円 

 

1.2.  畜産業の振興 

1.2.1.  現況 

大宜味村の畜産業は、主に肉用牛の繁殖および肥育を中心に展開され、家族経営が主体とな

っている。豊かな自然環境を活かしつつ、規模の拡大よりも質を重視した経営が多い。一方、飼

養頭数は緩やかな減少傾向にあり、担い手の高齢化や労働力不足が生産基盤の縮小を招きつつ

ある。 

 

1.2.2.  課題 

担い手不足と高齢化が進み、畜舎の老朽化や労働負担の増大が経営継続の大きな課題となっ

ている。飼料価格上昇による収益性の低下に加え、伝染病リスクや気候変動など、環境変化への

対応も求められる。 

 

1.2.3.  施策 

畜産経営の安定を支援し、生産者が将来にわたって経営を継続・発展できる環境を整備する

とともに、時代に即応した多様な畜産業の振興を推進する。 

（1） 経営の安定化促進 

飼育管理技術の向上を図りつつ、家畜疾病対策や環境保全対策を強化し、農家が安定して経

営できる環境を整備する。 

あわせて、環境側とも連携した指導により地域との調和を図るとともに、飼養衛生管理基準

に沿った管理体制の拡充を支援し、衛生的で持続可能な生産基盤の確立に向け取り組む。 
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2.  林業・水産業 

2.1.  林業の振興 

2.1.1.  現況 

村内には豊かな森林資源が広がり、水源涵養や防災など多様な公益的機能を果たしている。

林業従事者は減少・高齢化が進み、間伐等の整備が遅れる区域もみられる。一方で、森林を活用

したレクリエーション活動や学習の場への期待は高まり、森林の多面的な価値が注目されてい

る。 

 

2.1.2.  課題 

林業の担い手不足や作業コストの高さ、林道・作業道など路網整備の遅れが生産性向上の妨

げとなっている。また、病害虫や災害への備え、生産基盤の計画的な管理、特用林産物の振興や

木材の付加価値化など、多面的な森林経営を進めるための体制整備が課題である。 

 

2.1.3.  基本施策 

森林の公益的機能の維持と持続可能な林業経営を両立させるため、森林整備と路網整備、人

材育成、森林レクリエーションの充実、林産物の付加価値化を総合的に推進する。 

（1） 公益機能の充実 

森林の持つ水源涵養や防災・環境保全などの公益的機能を高めるため、森林保育や育成天然

林の整備を進めるとともに、保健保安林の指定促進や病害虫対策を強化し、健全な森林環境の

維持を図る。 

これらの取組を通じ、災害に強く多様な生態系が保たれる森林を形成し、地域の安全と自然

環境の保全につなげる。 

（2） 森林レクリエーション需要への対応 

森林を活用した交流・体験の機会を広げるため、散策道の整備や学習林の充実を進め、自然に

親しむ活動や環境教育や憩いの場としての機能を高める。 

（3） 生産活動の充実 

特用林産物生産者への支援を進めるとともに、有用樹の造林や適地適木に基づく計画的な森

林整備を推進し、林産物の安定供給と収益向上を図る。また、作業道整備や技術研修の充実など

により生産基盤と担い手の育成を支援し、地域資源を生かした林業経営の強化と持続的な生産

体制の確立を目指す。 
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2.1.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和4年度） 

目標値 

（令和12年度） 

村内林業事業者事業所得金額 9百万円 9百万円 

 

2.2.  水産業の振興 

2.2.1.  現況 

本村の水産業は沿岸漁業と養殖業が中心だが、漁業者は個人経営体が 29 世帯、法人経営体が

1 社となっており、高齢化が進む一方で新規漁業者の加入が増えていることから漁業経営体や

漁船数は増加傾向にある。平成 30 年からクロマグロやスギ等の海面魚類養殖業に本格的に移行

して以来、漁獲量、金額ともに急激に増加しており、海藻類やスジアラの養殖など新たな取組も

始まっている。塩屋漁港においては、老朽化や機能強化に伴う整備や多面的機能対策、養殖支援

等を実施し、環境保全や体験学習への取り組みも進められている。 

 

2.2.2.  課題 

水産資源の減少傾向が見られる中、海面漁業の再生と養殖業の拡大による経営安定化が課題

である。漁業者の確保・育成や新規養殖事業の継続的支援、養殖試験のモニタリング強化が求め

られる。また、漁船の増加及び大型化に伴う基本施設の整備、製氷施設や養殖用施設の整備など

機能強化が必要である。さらに、海域を活かした体験型観光振興との連携も重要となる。 

 

2.2.3.  基本施策 

採取漁業の近代化と海面の拡大を図りつつ、既存養殖の拡充と新規養殖の支援による雇用創

出を進め、漁業者組織やネットワークを強化して水産業振興と漁業環境の保全を総合的に推進

する。 

（1） 採取漁業の近代化 

補助事業を活用し、漁港の環境整備や老朽化対策、陸上機能施設の更新・強化を進め、基盤の

長寿命化を図る。機能保全事業を継続しつつ、必要な整備を計画的に実施することで、漁業の作

業環境と安全性の向上を図る。また、実施済み事業の効果検証を行い、持続的な漁業基盤の維持

管理体制を確立する。 

（2） 養殖漁業の拡充 

養殖拠点産地化を推進し、生産技術や経営指導、出荷体制の整備により産地ブランドを確立

して経営安定と雇用創出を図る。種苗供給施設の拡充や老朽化対策を継続し、藻類・貝類など

の新規養殖に向けた試験と可能性検証を行い、加工場用地の拡大を漁業者と連携して進めるこ

とで、養殖産業の体系的な強化を目指す。 
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（3） 水産業の振興、漁業環境の保全のための組織強化 

漁業協同組合など水産関連組織及びブルーツーリズム関連事業者との連携調和に関し体制

強化を進め、村内外の団体とのネットワークを拡充して産業振興に必要な環境を整える。情報

交換や交流の促進により現場力を高める。また、水産業奨励補助金等により後継者や新規漁業

者の育成を図る。また、赤土流出防止対策協議会と連携し、漁場環境の保全活動を継続・強化

する。 

 

2.2.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和6年度） 

目標値 

（令和12年度） 

漁業村内総生産 164百万円 200百万円 
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3.  商工業 

3.1.  商業の振興 

3.1.1.  現況 

本村の商業は小規模事業者が主体となり、地域経済の維持や雇用の確保に重要な役割を果た

している。しかし、近年は従業者数や年間商品販売額が減少傾向にあり、経営基盤の維持が課題

となっている。国道沿いには「やんばるの森ビジターセンター（道の駅）」や「農村活性化セン

ター」等の拠点やコンビニ、飲食店等があり、観光等の通過需要の取り込みや住民の購買機会の

確保に寄与している。一方で、各集落において生活インフラの機能を担ってきた共同売店も、人

口減少や高齢化に伴う購買人口の減少により、休業・廃業が顕在化している。また、村内に食品

スーパー等の商業施設が存在しないことから、生活必需品の多くを村外に依存せざるを得ない

状況にある。 

 

3.1.2.  課題 

小規模な企業は、社会情勢の影響を受けやすく、資金調達の円滑化による経営基盤の強化や

経営革新の促進、販路開拓、人材の確保のほか、事業存続のための事業承継の促進への支援が必

要となっている。また、村内企業では情報共有はあるものの、先駆的事例の活用やマーケティン

グに基づく販売戦略が十分ではなく、特産品のプロモーションやブランディング力が弱い。今

後は商工会と連携し、販路開拓や商品デザインの強化など、産地価値向上に取り組むことが重

要となる。村内には生活必需品を購入できる商業施設が不足していることから、観光産業等と

連携しつつ、住民の日常的な購買ニーズと来訪者の消費ニーズの双方に対応可能な商業機能を

導入など、村内における経済循環の拠点形成を図ることが求められている。 

 

表 1-1 商業の概要（単位：人、件、万円） 

 

注意：統計表中の「X」は、数値が秘匿されているものである。 

資料：沖縄県統計年鑑（商業・貿易） 

 

商店数 従業員数 年間販売額

（ 人） 人/店 （ 百万円） 百万円/店 百万円/人

平成19年 5 6 1 2 9 2 .3 × × ×

平成24年 3 7 8 5 2 .3 5 7 7 1 6 7

平成26年 3 8 1 0 4 2 .7 × × ×

平成28年 3 8 9 1 2 .4 8 1 9 2 2 9

令和3年 3 3 7 9 2 .4 x × ×

平成19年 2 3 1 .5 × × ×

平成24年 - - - - - -

平成26年 2 1 4 7 .0 × × ×

平成28年 - - - - - -

令和3年 2 1 8 9 .0 x x x

令和3年合計 3 5 9 7 2 .8 x x x

小

売

業

卸

売

業
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3.1.3.  基本施策 

既存商業の経営基盤を資金・組織面から強化し村内購買を促進するとともに、商業施設の誘

致に向けた検討を進めつつ既存施設や「やんばるの森ビジターセンター」の活用を図り、地域経

済の活性化を総合的に推進する。 

（1） 経営基盤の強化 

地域内商業が持続的に発展し後継者が安定的に経営できるよう、既存事業者の経営資源を磨

き上げ、地域内消費の促進やデジタル販促の共有など販売力を高める。さらに、国・県制度を活

用した融資支援により資金調達力を向上させ、商工会が中心となる研修や交流を通じて事業者

ネットワークを強化する。新規起業者への創業支援も進め、商業・サービス業の担い手確保と雇

用創出につなげる。 

（2） 商業拠点施設の整備 

「やんばるの森ビジターセンター」や「農村活性化センター」については、村民も日常的に

利用しやすい環境整備を進めるとともに、観光・商業拠点として効果的に活用し、世界自然遺

産地域としてのブランド発信を図る。村内における購買機会の確保と村外への購買力流出を抑

制するため、主要幹線道路沿いの村有地などを視野に入れ、村民の日常生活と観光需要を満た

す商業施設の導入・誘致を検討する。 

 

3.1.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和7年度） 

目標値 

（令和12年度） 

商工会組織率 65.5% 70.0% 

 

3.2.  工業・新規産業の振興 

3.2.1.  現況 

本村の工業はシークヮーサー加工、泡盛製造、芭蕉布織、陶芸、木工芸などの小規模地場産業

が中心で、製造業事業所は 4 件、従業者 34 人、出荷額 2.8 億円と限られた規模である。企業支

援賃貸工場による企業誘致が行われ、跡地活用も進む一方、村内には芭蕉布織を始めとして陶

芸、木工芸など多くの工房が立地し、いぎみてぃぐま会による展示会等で工芸振興が図られて

いる。中学生と連携した特産品開発や芭蕉布の返礼品採用など、新たな動きも生まれている。 

 

3.2.2.  課題 

製造業や工房は小規模零細経営が多く、脆弱な経営基盤や事業承継が課題である。食品加工

などの 1.5 次産業への展開も求められるが、商品開発や販路形成には専門性が不足している。工

芸分野では、日用品としての普及や工房を巡る観光づくりが必要で、後継者の確保や PR 機能の

弱い既存施設の改善も急務である。芭蕉布をはじめとする伝統技術の継承と担い手育成は特に
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深刻な課題となっている。 

 

表 1-2 工業の推移（単位：人、件、万円） 

 
注意：従業者 4 人以上の事業所 

資料：経済産業省「経済構造実態調査（製造業事業所調査）」 

 

3.2.3.  基本施策 

本村の基幹産業である第一次産業と製造業の連携を深め、付加価値の高い特産品の開発・流

通を促進するとともに、伝統工芸「芭蕉布」をはじめとする地域資源を活かした「工芸村づくり」

を推進する。あわせて、本村の特性に適合し、雇用の創出や人口定着に寄与する新規産業の誘

致・立地を促進する。 

（1） 既存製造業の育成・強化 

本村の基幹産業である第一次産業と製造業の連携を強化し、村産素材を活かした加工特産品

の開発および付加価値の向上を推進する。事業者による自主的な商品開発やブラッシュアップ

を支援するとともに、製造から流通・販売までの一貫した体制構築を促進し、商工会等との連

携によるデジタル技術の活用や共同販促を通じて、村外・県外への販路拡大を図る。また、国・

県等の制度融資や信用保証制度に関する情報を迅速に提供して事業者の資金調達を支援し、社

会情勢の変動に左右されない経営基盤の構築を後押しする。 

（2） 工芸村づくりの推進 

村内に点在する工房を一つの「工芸村」として捉え、既存の工房ネットワークを構築すると

ともに、工房巡りなどの観光プログラムとの連携を通じて、工芸品の認知度向上と販売強化を

図る。国指定重要無形文化財である「喜如嘉の芭蕉布」をはじめとする伝統工芸の保存・継承

に向けた後継者育成を支援し、工芸全般において意欲ある人材の定着や技術承継を支援する環

境整備を推進する。さらに、各工房が実施する体験プログラムや新商品開発の取り組みを側面

から支援し、来訪者が工芸の魅力に触れる機会を創出することで、ファン層の拡大と持続可能

な産業基盤の確立を目指す。 

（3） 新規産業の立地促進 

豊かな水資源や自然環境を活かした、環境負荷の少ない持続可能な産業として、水活用産業

や観光・健康関連産業等の導入・立地を検討し、受入条件の整備を図る。企業誘致にあたって

は、単なる雇用の創出に留まらず、働く世代が村内に定着できるよう、居住環境の整備や子育

て支援施策と連動した誘致策を推進する。また、未利用の公有財産を活用し、小規模な起業や

サテライトオフィス、工房開設など、地域資源を再活用する多様な事業展開を後押しする。 

 

従業者数 製造品出荷額等 粗付加価値額

（ 人） 人/件 （ 万円） 万円/人 万円/件 （ 万円） 万円/人

令和2年 5 4 9 9 .8 3 1 ,9 1 5 6 5 1 6 ,3 8 3 1 1 ,0 0 2 2 2 5

令和3年 3 3 1 1 0 .3 1 7 ,2 7 3 5 5 7 5 ,7 5 8 1 1 ,6 6 2 3 7 6

令和4年 4 3 4 8 .5 2 6 ,1 1 3 7 6 8 6 ,5 2 8 1 4 ,2 1 8 4 1 8

令和5年 4 3 4 8 .5 2 5 ,9 5 6 7 6 3 6 ,4 8 9 1 4 ,6 0 0 4 2 9

令和6年 4 3 4 8 .5 2 7 ,8 6 3 8 2 0 6 ,9 6 6 1 5 ,1 9 4 4 4 7

事業所数
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3.2.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和6年度） 

目標値 

（令和12年度） 

１事業所当たりの製造品出荷額 6,966万円 7,300万円 
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4.  観光 

4.1.  観光体制の充実 

4.1.1.  現況 

本村では「大宜味村観光振興基本計画」に基づき、令和元年度に一般社団法人化した大宜味村

観光協会を核として、観光情報の発信や関係機関との連携強化を図っている。これまで、主要な

観光拠点における受入体制の整備を順次進めてきたほか、令和 3 年の世界自然遺産登録を受け、

国立公園の豊かな自然環境を保護しつつ持続的に活用するための検討を行っている。また、来

訪者の利便性向上に向けた多言語表記のサイン整備や案内情報の提供に努めている。 

 

4.1.2.  課題 

世界自然遺産の保護と適切な利活用を両立させるための指針となる「大宜味村エコツーリズ

ム推進全体構想」の策定が長年の懸案として遅れており、適正な利用ルールを確立するために

も早期の策定が喫緊の課題となっている。あわせて、専門性の高いガイド育成や、観光協会のマ

ネジメント力および企画力の強化、官民連携によるイベントの実施など、村全体の観光施策を

戦略的に牽引する実効性のある推進体制の充実が必要である。さらに、増加が見込まれるイン

バウンド客への対応として、既存の観光案内板やパンフレット等の多言語化が依然として十分

ではなく、デジタルマーケティングを活用した戦略的な情報発信の強化も重要となっている。 

 

4.1.3.  基本施策 

村観光協会を中心とした実効性のある推進体制を構築し、他産業との連携や広域的なマネジ

メントを通じて、来訪者の受入環境の整備を推進する。あわせて、世界自然遺産の保護と利活用

の指針を明確化し、地域の豊かな自然資源を次世代に継承しながら、観光振興と環境保全が調

和した持続可能な施策を総合的に展開する。 

（1） 観光推進体制の構築 

観光協会のマネジメント力や企画力を強化し、観光関連事業者や農林水産業等の他産業との

広範な連携を促進することで、官民一体となった推進体制を確立する。観光拠点の多言語化対

応や窓口機能の充実を図り、多様なニーズに即した受入環境の整備を計画的に進める。また、

近隣市町村との連携による広域観光ルートの定着や共通ルールの運用を通じて、地域全体の資

源を最適に活用した戦略的な情報発信に取り組む。 

（2） 環境保全型観光の推進 

「大宜味村エコツーリズム推進全体構想」を早期に策定し、適正な利用ルールの確立と普及

啓発を推進することで、自然環境の保護と持続可能な利活用の両立を図る。モニタリング調査

の継続やガイドラインの運用、専門知識を備えた人材の育成により、環境負荷を抑えた質の高

い観光形態を確立する。民間主体の保全活動支援や環境教育の充実を通じて、村民の意識向上
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を図り、世界自然遺産にふさわしい環境保全型観光を推進する。 

 

4.1.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和7年度） 

目標値 

（令和12年度） 

村民アンケート：「観光体制の充実」の施策に対す

る満足度（満足・やや満足）の割合 
20.9% 23.0％ 

 

4.2.  観光資源の整備・促進 

4.2.1.  現況 

本村では、大保ダムや「やんばるの森ビジターセンター」等の拠点整備に加え、現在は結の浜

地区や塩屋湾周辺における利活用に向けた環境整備を推進している。また、自然資源を活用し

た観光地においては、来訪者の安全確保と適正利用を図るための安全対策施設の導入や、利便

性向上のための基盤整備を順次進めている。その一方で、宿泊機能の不足による「素通り型観

光」が常態化しており、滞在時間の延長や消費機会の拡大が継続的な課題となっている。 

 

4.2.2.  課題 

自然環境を活かした観光振興において、突発的な災害や事故を未然に防ぐための安全管理体

制の強化と、それに応じたハード整備の両立が不可欠となっている。また、既存の観光資源を点

から線へと繋げ、宿泊を起点とした地域経済の循環を生み出すための滞在環境の構築が求めら

れている。今後は、資源の保護と利活用のバランスを保ちつつ、各拠点のプロジェクトを計画的

に進め、安心・安全で質の高い観光体験を提供できる受入基盤の整備が重要となっている。 

 

4.2.3.  基本施策 

世界自然遺産の環境と調和した宿泊機能の導入や観光拠点の基盤整備を着実に推進し、安心・

安全な滞在環境を構築する。地域資源の特性を活かしたコンテンツ開発を支援し、安全利用の

徹底と多角的なツーリズムの展開を通じて、大宜味の魅力を深く体感できる持続可能な滞在型

観光の拠点を形成する。 

（1） 観光基盤施設の整備と安全対策の推進 

宿泊・商業機能の導入や観光拠点の拡充を図るとともに、河川や森林等の自然資源を活用し

たエリアにおいて、安全利用に資する誘導施設や情報伝達システムの整備を推進し、来訪者が

安心して活動できる受入環境を構築する。既存施設の機能拡充や多言語化対応などの利便性向

上を計画的に進めることで、村内での滞在と回遊を促す魅力ある観光地の形成に取り組む。 

（2） 観光資源の開発と利活用の促進 

塩屋湾周辺利活用構想に基づき、水質改善の成果を活かしたマリンアクティビティや新たな
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体験型コンテンツの具現化および事業着手を促進する。世界自然遺産のブランドを活かしたエ

コ・グリーン・ブルーツーリズム等の多角的な資源開発を支援し、森林資源を有効に活用した

多様な自然体験プログラムを創出することで、地域資源の価値向上と経済循環の拡大を目指

す。あわせて、観光イベントの開催支援や近隣市町村との広域連携を通じ、大宜味ならではの

観光資源の魅力を高める。 

 

4.2.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和6年度） 

目標値 

（令和12年度） 

観光入込客数 262千人 290千人 
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第2章  地域の絆と文化を守り、あたりまえの幸せを続ける暮らし 

1.  学校教育 

1.1.  教育内容の充実 

1.1.1.  現況 

小中学校を統合し同一敷地内に配置することで、小中一貫した教育が進められている。「確か

な学力」の向上を軸に、地域の人材や文化、自然を活かした特色ある教育活動が展開されてお

り、児童生徒一人ひとりの成長を支える取組が行われている。 

 

1.1.2.  課題 

児童生徒の学ぶ意欲や目的意識を高めるため、キャリア教育の視点を踏まえた学力向上が求

められる。また、GIGA スクール構想によりインターネット環境の整備が行われ、端末及び電子

黒板等の導入が行われたが、耐用年数や故障により修繕や更新が必要となる。 

言語能力や情報活用能力、課題発見・解決能力に課題が見られることから、地域教育資源を活

かした授業づくりや、学習支援員等によるきめ細かな支援体制の充実が必要である。 

 

表 2-1 児童数・生徒数の推移（単位：人） 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

小学校児童数 154 134 138 138 134 

中学校生徒数 66 79 83 78 69 

資料：学校基本調査（各年 5 月 1 日） 

 

1.1.3.  基本施策 

児童生徒の「確かな学力」の一層の向上と、主体的に学び考え行動する「生きる力」の育成を

推進するため、学校・家庭・地域の連携を強化するとともに、外部人材や関係機関との協働によ

る多様な教育活動の充実を図る。 

（1） 特色のある学びの推進 

地域人材を活用したクラブ活動やノーチャイム、立ち止まり挨拶などの特色ある取組を

継続し、学校ごとの個性を活かした教育を推進する。また、互いの良さを認め合い、意見

を安心して交流できる学習集団づくりを通じて、一人ひとりの個性や能力を大切にする教

育を実践するとともに、特別支援教育の充実を図る。 

（2） 生きる力の充実 

体験学習や地域体験、職場見学・職場体験などを通じ、主体性や協働性、社会性を育む学び

を推進する。また、キャリア教育を通して将来への展望を育てるとともに、こ・小・中・高の
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連携強化により発達段階に応じた切れ目のない教育を行い、円滑な学校生活への適応を支援す

る。 

（3） 確かな学力の向上 

各種学力調査の結果を踏まえ、児童生徒の学習状況を把握し、学習支援員によるきめ細かな

指導や ICT を活用した授業改善を進める。また、外国語教育や情報教育の充実に加え、校内研

修や小中連携研修を通じて教職員の資質向上を図り、安全教育の強化と併せて学習基盤の充実

を目指す。また、地域学校協働活動を通して探究的な学習の充実を図り、児童生徒の資質能力

の向上を図る。 

 

1.1.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和7年度） 

目標値 

（令和12年度） 

Well-Being指標：私の暮らしている地域では、教育

環境（小中高校）が整っている 
3.5 3.6 

 

1.2.  学習環境の充実 

1.2.1.  現況 

学校統合により教育施設の集約が図られ、円滑な小中連携が可能な学習環境が整備されてい

る。また、給食では地域食材を活用した食育が実施され、児童生徒の健やかな成長を支える生活

環境づくりにも取り組んでいる。 

 

1.2.2.  課題 

学習支援の充実に向けて人材確保が課題となっているほか、給食センターについては施設・

設備の老朽化や、現在国が推進しているドライシステムに対応した施設ではないため、衛生面

の問題もあり、安全・安心な学校生活を支えるため、教育環境や関連施設の計画的な整備・更新

が求められる。 

 

1.2.3.  基本施策 

学校施設や教材・備品の計画的な整備と周辺環境の充実を通じて、良好な教育環境の形成を

進めるとともに、地産地消を活かした給食の充実や給食センターの整備により、地域・家庭と連

携した食育の推進を図る。 

（1） 学習環境の整備 

教育内容の充実を支えるため、ICT を活用した効果的・効率的な学習が行えるよう、学校施

設や教材、備品の計画的な整備と更新を進める。また、学校・家庭・地域・行政が連携した教

育環境づくりを推進するとともに、緑化活動等を通じて、安心で快適な学習環境と周辺環境の
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充実を図る。 

（2） 学校給食の充実 

安全・安心な学校給食の提供に向け、衛生管理の徹底と老朽化した設備・機器の更新を進め

るとともに、地産地消の取組を継続し、食育の充実を図る。また、施設・設備の老朽化及び学

校給食施設整備にて、ドライシステムに対応した給食施設の整備を検討し、給食センターの結

の浜地区への移転整備を推進し、安定的な給食提供体制の構築を目指す。 

 

1.2.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和7年度） 

目標値 

（令和12年度） 

Well-Being指標：私の暮らしている地域では、通学

しやすい場所に学校がある 
3.3 3.4 
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2.  社会教育 

2.1.  生涯学習の促進 

2.1.1.  現況 

近年、科学技術の進展や国際化、少子高齢化、など社会環境の変化により価値観が多様化し、

生涯学習の重要性が高まっている。本村では「心豊かで創造性・国際性に富む村民の育成」を目

標に、わんぱく体験団、広域講座、指導者研修、体験の翼、海外短期留学など幅広い事業を実施

している。また、三線・舞踊・書道等の文化活動も盛んで、おおぎみ展、演劇鑑賞会、文化公演

鑑賞会など、村民は多様な学習機会や鑑賞機会などを活用し技能向上や教養の深化を図ってい

る。 

 

2.1.2.  課題 

社会教育が十分に村民へ浸透していない点や、社会の変化へ対応しきれていない点が課題と

して残っている。一方で、わんぱく体験団の活動にて琉球大学との連携強化なども図っている。

子ども会、PTA、青年会、婦人会、老人会など多様な社会教育団体は存在するものの、近年は活

動縮小や団体間交流の減少が進み、共同体意識が希薄化している。各団体の活性化と次世代リ

ーダー育成、中央公民館や図書館の不足を含む施設整備も重要な課題となっている。 

 

2.1.3.  基本施策 

多様な生涯学習ニーズに応える学習機会の充実と社会教育団体の活性化、人材育成を進めつ

つ、既存施設を活用し社会教育環境を整備することで、生涯学習を主体的に推進する地域づく

りを図る。 

（1） 生涯学習内容の充実 

公民館講座や生涯学習講座、教養講座、研修会、文化イベントなど、多様な学習機会を継続し

て提供し、村民が参加しやすい運営方法を工夫する。また、調査によって村民ニーズを把握し、

新たな分野の講座開設や学習内容の拡充を図る。社会の変化に対応し、年齢や関心に応じた幅

広い学習機会を提供することで、村民の主体的な学びを促進し、生涯にわたる成長と地域文化

の継承に寄与する。 

（2） 生涯学習環境の整備 

学習講座や研修を通じて得た知識や技術をもとに、自主的な地域活動グループの立ち上げを

支援し、地域に根ざした学習活動の広がりを促進する。指導者研修や海外短期留学、体験の翼な

どを継続し、幅広い年代の人材育成を図ることで、地域の担い手を育てる。また、年代や団体間

の交流を促進し、社会教育団体の再活性化を進めることで、生涯学習の基盤となる地域コミュ

ニティの強化を図る。 
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（3） 社会教育施設の整備 

社会教育施設としての村民文化センターやスポーツ・レクリエーション活動の拠点となる運

動公園等の整備を検討する。 

 

2.1.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和7年度） 

目標値 

（令和12年度） 

Well-Being指標：私の暮らしている地域では、学び

たいことを学べる機会がある 
3.1 3.2 

 

2.2.  スポーツ・レクリエーションの促進 

2.2.1.  現況 

村におけるスポーツ・レクリエーションの促進は、住民の健康増進だけではなく、地域コミュ

ニティの活性化などを通じて豊かな生活を創出する社会づくりが求められており、健康づくり

や余暇の充実としてスポーツへの関心が高まっているが、本格的なスポーツ施設が存在せず、

学校施設を活用した活動が中心となっている。一方、塩屋湾一周マラソン大会や村体育協会行

事など、スポーツ推進委員を通じた地域・県との連携によるさまざまな行事が年間を通じて実

施され、住民のスポーツ参加機会を支えている。 

 

2.2.2.  課題 

今後、村民の健康意識の高まりやライフスタイルの多様化に伴い、スポーツ・レクリエーショ

ン活動は一層活発化し、そのニーズは多様化すると見込まれる。これに対応するためには、必要

性や管理運営コストを考慮しながら、施設整備や組織体制を検討する必要がある。また、行政と

関係団体との連携を強化し、各年齢層が主体的に参加できる活動の場づくりを支援することで、

継続的にスポーツへ親しめる地域環境を整えることが求められる。 

 

2.2.3.  基本施策 

スポーツ・レクリエーションの拠点整備を検討しつつ、社会体育機関との連携を強化して活

動を充実させ、各種体育行事の継続により村民のスポーツ参加を総合的に推進する。 

（1） スポーツ・レクリエーション施設の整備 

村民ニーズや社会動向を踏まえ、スポーツ・レクリエーション施設の整備を検討し、旧大宜

味小学校や旧喜如嘉小学校のグラウンド等を運動施設として活用する。また、村のスポーツ・

レクリエーション活動の中心となる運動公園整備について検討を深め、誰もが参加しやすい環

境づくりを目指す。運用に際しては、指定管理者制度の活用も視野に入れ、管理の効率化と利

便性向上を図る。 
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（2） スポーツ・レクリエーション活動の充実 

村体育協会と連携し、各種スポーツクラブの育成を進めるとともに、北部地域や県の社会体

育機関と連携を強化し、地域に根ざしたスポーツ活動を充実させる。スポーツ推進委員に加え、

福祉関連部署とも協力してレクリエーションスポーツのリーダー育成を進め、人材層を広げ

る。必要な委員の確保を行い、引き続き広域連携を推進することで、住民のスポーツ機会の拡

大と活動の活性化を図る。 

（3） スポーツ・レクリエーション活動の推進 

村民の健康意識を高めるため、各ライフステージに応じた体力づくりを推進し、観光協会や

福祉関連部署、各種団体との連携を通じて地域全体の健康づくりを支える。ニュースポーツを

積極的に導入し、「やんばる 3 村森林ツーリズム協会」との連携による人材育成も進める。ま

た、村民ふれあい運動会を村内各字・村内団体と協力して幅広い年齢層が参加できる活動を展

開し、生涯スポーツの普及とスポーツ参加の意識向上を図る。 

 

2.2.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和7年度） 

目標値 

（令和12年度） 

村民アンケート：「スポーツ・レクレーションの振

興」の施策に対する満足度（満足・やや満足）の割

合 

32.5% 40.0％ 
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3.  歴史・文化 

3.1.  文化財の保全・活用 

3.1.1.  現況 

文化財は先人が築いてきた貴重な遺産であり、本村の歴史と文化を理解する上で不可欠な共

有財産である。本村には国指定文化財 5 件、県指定３件、村指定４件が存在し、近年では「大宜

味村役場旧庁舎」が国の重要文化財に指定され、「津波のビーチロック」が村の天然記念物、「國

頭郡大宜味間切各村全圖及び字圖」が村の有形文化財に指定された。これらは学術的価値だけ

でなく、観光振興や産業活用にも資する実用的価値を持つ。また、猪垣など文化財を活用した散

策道整備も行われ、地域の魅力づくりや文化理解の促進につながっている。 

 

3.1.2.  課題 

継続調査中の根謝銘グスクについては、さらなる発掘と地域・観光への活用が求められるほ

か、重要文化財・旧庁舎については保存計画に基づき整備する必要がある。また、収集保存され

ている多くの文化財資料は整理が不十分であり、基礎情報の整備や展示資料館の整備が課題で

ある。さらに、国の重要無形文化財である「喜如嘉の芭蕉布」は伝承者の減少が深刻で、生産技

術の継承体制づくりが急がれるなど、文化財の保護と継承の両面を強化する必要がある。 

 

表 2-2 文化財等指定及び認定状況 

指定 
区分 

種別 名称 
指定・認定 

年月日 
保有者等 

国 
指定 

重要文化財 
（建造物） 

大宜味村役場旧庁舎 H29.2.23 大宜味村 

重要無形文化財 
（工芸技術） 

喜如嘉の芭蕉布 S49.4.20 喜如嘉の芭蕉布保存会 

芭蕉布 H12.6.6 平良敏子 

重要無形 
民俗文化財 

塩屋湾のウンガミ H9.12.15 
田港区、屋古区、塩屋区、
白浜区 

天然記念物 田港御願の植物群落 S47.5.15  

県 
指定 

天然記念物 
大宜味御獄のビロウ群落 

S49.2.22 
 

喜如嘉板敷海岸の板干瀬  

無形文化財 
（工芸技術） 

琉球漆器 H3.1.16 前田國男 

村 
指定 

史跡 大宜味村の猪垣 H17.10  

天然記念物 塩屋ウフンチャのハスノハギリ H19.3.1 塩屋のウフンチャ墓地組合 

天然記念物 津波のビーチロック R4.4.8  

有形文化財 國頭郡大宜味間切各村全圖及び字圖 R4.4.8  

資料:教育課 

 

3.1.3.  基本施策 

文化財の調査・保護を継続しつつ、適切な方法で公開して村民の文化財愛護意識を高め、村

民・観光客に常時開かれた資料館整備を推進することで文化財の保存と活用を総合的に進める。 
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（1） 文化財の保全 

村内の埋蔵文化財、建造物、史跡などの調査を継続し、新規指定や保護に努める。特に根謝

銘グスクでは、継続調査の成果を報告書として整理し、今後の調査方針を検討する。また、文

化財の適切な管理と保存作業を継続し、将来へ確実に継承できる体制を整えることで、文化財

の学術的価値と地域資源としての価値を長期的に維持する。 

（2） 文化財の活用及び普及 

文化財公開時には解説資料の整理や保存状態を保てる公開手法を検討し、村民に対しては調

査成果を積極的に発信して文化財愛護意識を高める。また、「喜如嘉の芭蕉布」については保

存会と連携し、その価値発信と継承者確保を進める。資料整理を継続し、公開方法の改善を図

るとともに、文化財の新規指定の検討や周知活動を通じて地域文化の継承と普及を促す。 

（3） 資料館の整備推進 

収集資料の整理を継続し、村民や観光客が常時文化財に触れられる資料館の整備を推進す

る。既存施設の再利用を含め、展示施設の整備方法を検討し、文化財資料の収蔵・展示・管理

が適切に行える環境を整える。また、展示資料の収集や整理を継続することで、文化的蓄積を

活かした魅力ある展示を可能とし、地域文化の発信拠点としての機能強化を図る。 

 

3.1.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和7年度） 

目標値 

（令和12年度） 

Well-Being指標：暮らしている地域は、文化・芸

術・芸能が盛んで誇らしい 
3.4 3.5 

 

3.2.  地域文化の継承 

3.2.1.  現況 

平成 24 年度からスタートした新大宜味村史編纂計画に沿って、平成 25 年度の「シマジマビジ

ュアル版」発刊を皮切りに、平成 26 年度「戦争証言集」、27 年度「シマジマ本編」、28 年度

「移民・出稼ぎ編」、29 年度「民俗編」、令和 1 年度「言語編」、令和 3 年度「人と自然編」、

4 年度「写真集」を発刊し、計画見直しにより２年延長して令和 6 年度「通史編」、「資料編」、

「普及版」を発刊した。 

尚、その作業の過程において、「国頭郡大宜味間切図（令和 4 年度村文化財指定）」、「明治

期から昭和にかけての辞令書」など、歴史的価値の高い資料を整理して世に出すことができた。 

 

3.2.2.  課題 

各字に伝わる伝統芸能や文化を正確に後世へ継承するためには、村民が多様な芸術文化に触

れ、文化への理解を深める機会の充実が必要である。村史編纂業務終了後の令和 7 年度は、村

史編纂のために収集、調査、寄贈による膨大な書籍、資料の整理、データ化などに取り組んだが、
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すべてを整理、データ化するには至っていない。将来の村史編纂の如何に関わらず、大宜味村の

歴史を記録しておくことは自治体として重要な責務であり、今後も増え続ける貴重な資料を管

理保管し整理して活用の便宜を図るためには、専任の部署を置くことが望ましい。 

 

表 2-3 年中行事 

月 行事内容 月 行事内容 

1 月 ハチウクシー（初起こし） 7 月 ウンガミ（海神祭） 

2 月 彼岸 8 月 シバサシ（柴差） 

3 月 
サングヮチサンニチー 
シーミー 

9 月 クングヮチクニチ 

4 月 アブシバレー（畦払い） 10 月 タントゥイ（種取り） 

5 月 ウマチー（稲麦穂祭） 11 月 
おおぎみ屋・しまんちゅ芸能 
ウンネー（芋煮の折目） 

6 月 アキウイミ（明折目） 12 月 ウニムーチー（鬼餅） 

資料:教育課 

※おおぎみ展・しまんちゅ芸能は新暦、その他は旧暦 

 

3.2.3.  基本施策 

既刊の村史 11 巻を最大限に活用し、大宜味村の歴史、文化に対する理解を深める。また、

年々状況が厳しくなっている地域文化の継承、振興に役立てると共に、地域への理解、愛着を

育むために若年層への体験活動などにも役立てる。 

 

3.2.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和7年度） 

目標値 

（令和12年度） 

Well-Being指標：将来生まれてくる世代のために、

良い環境や文化を残したい 
4.2 4.3 
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4.  健康・医療 

4.1.  健康づくりの推進 

4.1.1.  現況 

本村では、平成 5 年に老人クラブ連合会が「長寿日本一の村宣言」を行い全国的に知られる

ようになり、現在も畑仕事や伝統食を実践する元気な高齢者が多い。一方で高齢化率は 42.3％

と超高齢社会にあり、生活習慣の変化により健康長寿の特徴が薄れつつある。介護認定率も上

昇傾向で、健診未受診者の多さは課題である。住民のつながりの強さは地域の特色であり、村民

アンケートでも評価が高い。行政は助け合いの精神を育み、誰もが暮らしやすい環境づくりを

進めている。 

 

4.1.2.  課題 

「がんじゅうおおぎみ(健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画を一体的に策定した計画)」

に基づく生涯的な健康づくりの推進により、『健康寿命の延伸』を目指す。地域福祉ニーズは多

様化しており、子どもから高齢者、障がいのある人まで誰もが安心して生活できるよう、きめ細

やかな福祉サービスが求められる。また、生活習慣病予防や健診受診率向上への取組強化、支援

が必要な住民を地域で早期に発見し支える仕組みづくりなど、地域包括的な体制整備が重要と

なっている。 

 

表 2-4 特定健診受診率及び特定保健指導実施率の推移（単位：人、％） 

 

資料福祉保健課 

特定健診：日本人の死亡原因の約６割を占める生活習慣病の予防のために、40 歳から 74 歳までの方を対象

に、メタボリックシンドロームに着目した健診を行う。 

特定保健指導：特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予

防効果が多く期待できる方に対して、専門スタッフ（保健師、管理栄養士など）が生活習慣を見直すサポート

を行う。 

 

 

 

 

 

受診率 受診率

令和2年度 7 2 8 2 4 9 3 4 .2 3 2 2 7 8 4 .4

令和3年度 7 4 1 3 6 3 4 9 .0 5 2 5 0 9 6 .2

令和4年度 7 1 4 3 6 0 5 0 .4 4 9 4 7 9 5 .9

令和5年度 6 9 5 3 4 4 4 9 .5 4 9 4 3 8 7 .8

令和6年度 6 7 7 3 3 9 5 0 .1 4 6 3 9 8 4 .8

特定健診 特定保健指導

対象者数 受診者数 対象者数 受診者数
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表 2-5 がん検診実施状況（単位：人、％） 

 

資料:福祉保健課 

 

4.1.3.  基本施策 

健康長寿の復活に向けて多様な保健・医療・福祉サービスを充実させ、ユイマールの精神によ

る支え合いを基盤とした安全・安心のコミュニティ形成を総合的に推進する。 

（1） 健康づくりの推進 

住民が健やかな生活を送るためには、疾病の発症予防、早期発見、早期治療など健康づくり

の施策が重要となる。そのため、健診(検診)の受診率向上や保健指導を通した生活習慣の改善・

生活習慣病の重症化予防の取組み強化、健康相談や各種健診(検診)、健康教室等の充実を図る

とともに、健康に関する知識の普及・啓発に努め、関係機関と連携し生涯を通じた健康づくり

を推進する。さらに、こころの健康づくり(自殺対策含む)や予防接種等の感染症対策について

も引き続き取り組む必要がある。 

（2） ユイマールコミュニティの形成 

住民の健康を支える社会環境として、社会参加や地域の人々との繋がりの強化を促進すると

ともに、「自然に健康になれる環境づくり」を推進する。 

また、住民が年齢や障がいの有無にかかわらず尊厳をもって暮らせるよう、地域全体で支え

るユイマールの仕組みを強化する。地域福祉への理解促進や地域の支え合い体制づくりを進

め、民生委員・児童委員など地域の支援人材を確保・育成する。生活困窮者や障がい者、高齢

者への相談体制を充実させ、権利擁護制度の活用支援を行う。 

 

4.1.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和6年度） 

目標値 

（令和12年度） 

特定健診受診率 50.1％ 60.0％ 

 

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

対象者数 2 ,1 1 1 2 ,1 1 4 2 ,1 1 9 2 ,1 1 6

胃がん 受診者数 9 7 7 9 8 5 9 5

受診率 4 .6 3 .7 4 .0 4 .5

肺がん 受診者数 6 1 6 1 5 9 4 2 1 4 1 3

受診率 2 9 .2 7 .5 1 9 .9 1 9 .5

大腸がん 受診者数 2 7 0 9 8 2 1 9 2 3 7

受診率 1 2 .8 4 .6 1 0 .3 1 1 .2

対象者数 9 8 9 9 9 0 9 8 8 9 8 2

受診者数 7 6 7 8 9 4 8 6

受診率 7 .7 7 .9 9 .5 8 .8

対象者数 1 ,1 9 4 1 ,2 1 2 1 ,2 0 1 1 ,1 9 9

乳がん 受診者数 1 1 0 7 0 9 7 8 9

受診率 9 .2 5 .8 8 .1 7 .4

子宮がん

がん検診
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4.2.  医療体制の充実 

4.2.1.  現況 

本村の医療機関は村立診療所と村立歯科診療所の 2 施設のみで、診療所は結の浜に新築移転

後、医療機器の更新が進められている。救急医療は沖縄県立北部病院や北部地区医師会病院を

利用しており、連携により地域医療を補完している。 

 

4.2.2.  課題 

地域格差なく継続的に医療を提供する体制整備が必要であり、村立診療所・歯科診療所の医

療機器拡充や訪問診療・訪問看護体制の構築が課題である。また、村民アンケートで最も多かっ

た「医療体制の不足」への回答（59.2％）を踏まえ、在宅医療体制の強化と医師・医療従事者の

確保が必要である。 

 

4.2.3.  基本施策 

村内医療機関の設備充実と在宅医療体制の整備を進め、予防医療の強化により村民が安全・

安心に適切な医療を受けられる環境を総合的に確保する。 

（1） 医療機関の充実 

診療所・歯科診療所の医療機器更新を計画的に進め、必要に応じて ICT を活用した遠隔診療

など感染症拡大時を見据えた体制の在り方を検討する。国頭地区行政事務組合や村外医療機関

との連携を強化し、救急・重病・難病医療の受入体制を維持することで、村民が安心して受診

できる地域医療体制を確立する。また、医療需要の変化に即した柔軟な体制整備を進め、地域

に必要な医療を安定的に提供する。 

 

4.2.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和7年度） 

目標値 

（令和12年度） 

Well-Being指標：暮らしている地域は、医療機関が

充実している 
2.9 3.5 
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5.  子育て 

5.1.  子育て支援の促進 

5.1.1.  現況 

本村の出生数について、令和２年 20 人から令和３年の 17 人を皮切りに令和３年以降は 20 人

を割る人数で推移し長期的には減少傾向が続いている。令和６年度には「第３期大宜味村子ど

も・子育て支援事業計画」を策定し、質の高い教育・保育の提供や、特別な支援を必要とする子

どもと保護者へのサポートが求められている。子どもが健やかに成長できる環境整備が重要な

局面を迎えている。 

 

5.1.2.  課題 

児童数の減少が深刻化しており、安心して子どもを産み育てられる環境整備が急務である。

おおぎみこども園や子育て支援センターでは、児童福祉だけでなく少子化支援の視点を踏まえ、

地域ニーズに応じた運営と活用促進が求められる。共働き世帯や核家族化により保育ニーズは

増大・多様化し、出産祝金や不妊治療費助成などの制度活用を進めるとともに、育児相談や家庭

支援などの体制強化が必要となっている。 

 

表 2-6 村立こども園の推移（単位：人） 

 

資料：文部科学省「学校基本調査」 

注意：各年 4 月 1 日現在 

※令和 2 年度から大宜味幼稚園、喜如嘉保育所、塩屋保育所の機能を統合し、幼保連携型認定こども園

「おおぎみこども園」を開園 

 

5.1.3.  基本施策 

子育てニーズを的確に把握し、子どもを産み育てやすい環境を整えながら、全ての児童が十

分な養育を受けられるよう子育て負担の軽減を総合的に推進する。 

（1） 子育てしやすい環境整備の推進 

児童の健やかな成長を地域全体で支える環境づくりを進め、住民が子どもを見守り合うコミ

ュニティ意識の醸成を図る。質の高い教育・保育サービスの充実や特別な支援を必要とする子

～1歳 1～2歳 3歳 4歳 5歳

令和２ 年 2 0 1 2 0 9 3 7 3 1 2 0 1 9 1 6 1

令和３ 年 1 8 1 2 0 9 7 4 2 9 2 2 2 1 2 1 0

令和４ 年 2 1 1 2 0 9 6 4 2 9 1 8 2 3 2 2 0

令和５ 年 1 9 1 2 0 9 6 3 3 7 1 7 1 7 2 2 0

令和６ 年 2 1 1 2 0 8 2 3 2 3 2 2 1 8 1 6 0

令和７ 年 1 9 1 2 0 8 6 2 2 3 1 9 2 4 1 8 0

職員数 収容定員 幼児数
待機

児童数
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ども・保護者への支援体制を整備し、子育て支援センターでは育児相談や交流事業を強化する。

さらに、放課後児童クラブの充実や安全な居場所づくりを推進し、児童虐待の早期発見に向け

関係機関との連携を深めるとともに、貧困対策として相談体制や居場所支援を充実させる。 

（2） 各種制度の活用促進 

子育て世帯の多様なニーズに応じ、子ども医療費助成や各種福祉資金などの制度活用を促進

する。社会福祉協議会等と連携して情報提供を行い、必要な支援に確実につながる体制を整え

る。不妊治療費助成により経済的負担を軽減し、子どもを望む家庭が安心して治療を受けられ

る環境づくりを進める。制度の周知と利用促進を図ることで、子育て家庭の生活安定と子ども

を育てやすい地域づくりにつなげる。 

 

5.1.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和7年度） 

目標値 

（令和12年度） 

Well-Being指標：私の暮らしている地域では、子育

て支援・補助が手厚い 
2.9 3.0 

 

5.2.  幼児教育・保育の振興 

5.2.1.  現況 

本村では、従来大宜味幼稚園・喜如嘉保育所・塩屋保育所が未就学児の教育・保育を担ってき

たが、令和 2 年度に 3 施設を統合し、幼保連携型認定こども園「おおぎみこども園」が開園し

た。これにより、分散していた施設では困難であった集団教育・保育の推進が可能となった。近

年は保護者の就労形態の変化や核家族化が進み、家庭での保育が難しい世帯が増加し、保育利

用ニーズが高まり続けている。 

 

5.2.2.  課題 

家庭の教育力向上や地域住民との交流促進を通じて、特色ある教育・保育の充実が求められ

る。また、園児数の確保や就学前教育の充実、小学校との連携強化など教育環境の整備が必要で

ある。こども園については、今後の長寿命化に向けた維持管理と予防保全を計画的に進める必

要がある。さらに、保育教諭不足により待機児童が発生しており、安定した保育教諭の確保が喫

緊の課題となっている。 
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表 2-7 園児数の推移 

 
資料：文部科学省「学校基本調査」 

※令和 2 年度から大宜味幼稚園、喜如嘉保育所、塩屋保育所の機能を統合し、幼保連携型認定こども園

「おおぎみこども園」を開園 

 

5.2.3.  基本施策 

幼児教育・保育に必要な施設環境や教材を充実させつつ、家庭・地域・こども園が連携し、幼

児が健やかに育つ教育・保育を総合的に推進する。 

（1） 教育・保育環境の整備 

おおぎみこども園の長寿命化に向け、適切な維持管理と予防保全計画の策定・実施を進める

とともに、老朽化した教材や教具、遊具などの計画的更新を図り、教育・保育環境の質を高め

る。さらに、教育体制の充実を目指し、施設機能の有効活用や安全な保育環境の整備を推進す

ることで、園児が安心して過ごせる環境を保持し、地域全体で子どもの成長を支える基盤づく

りを進める。 

（2） 質の高い教育内容・保育内容の充実 

幼児の生きる力の基礎となる心情・意欲・態度の育成を目指し、家庭と連携した発達段階に

応じた教育を推進するとともに、保育教諭の資質向上を目的とした研修や園内研修を継続す

る。動植物の飼育や共同的な学び、絵本活動など個性を尊重する教育を展開し、支援を必要と

する園児への特別支援教育も充実させる。また、家庭・地域・学校との連携を強化し、待機児

童解消に向けた処遇改善や職員体制整備を進め、希望する家庭へ安定的に教育・保育を提供す

る。 

  

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

合計 9 3 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0

幼保連携型認定こども園園児数 9 3 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0

幼稚園児数

保育所幼児数
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6.  福祉 

6.1.  障がい者福祉の支援 

6.1.1.  現況 

本村では、身体障害者手帳所持者 148 人、精神障害者保健福祉手帳所持者 20 人と、障がい者

（児）の増加や重度化・重複化が進んでいる。障害者総合支援法の施行により、利用者が自らサ

ービスを選択できる体制が整備され、本村でも障がい者（児）計画や障がい福祉計画に基づき多

様な支援を提供している。一方、地域には多くの障がい者が暮らすものの、住民の障がい理解は

十分とは言えず、共生社会の実現に向けた理解促進が課題となっている。 

 

6.1.2.  課題 

障がい者（児）が自分らしく安心して生活するためには、ライフステージに応じた支援の継続

性を確保し、関係機関と地域が連携した支援体制の構築が必要である。また、本人の意思を尊重

した社会参加を支援し、就労や地域生活への参加を後押しする環境整備が求められる。個々の

ケアプラン作成や連携調整ができる専門人材の育成も課題であり、地域住民のユイマールによ

る支援を広げるためにも、障がいへの理解促進と啓発が不可欠である。 

 

表 2-8 各種手帳所持者数（単位：人） 

 

資料：福祉保健課 

 

6.1.3.  基本施策 

障がい者（児）への理解と支援意識を高めつつ、家族を含めた生活支援サービスを充実させ、

障がい者が自立して安定した生活を営める環境を総合的に整備する。 

（1） 継続性のある支援体制の構築 

障がい者（児）のライフステージに応じた課題に対応できるよう、大宜味村障害者（児）基

幹相談支援センターを設置し、障がいがある方だけではなく、高齢分野への相談支援体制の強

化と周知を進め、大宜味村障害者自立支援協議会を中心に具体的な支援方策の検討を行う。障

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

1 5 0 1 3 8 1 3 0 1 2 9 1 2 7 1 3 2

視覚障害 9 9 1 0 1 0 9 9

聴覚障害 2 0 2 4 2 1 2 0 2 1 2 0

言語障害 3 5 5 5 6 5

肢体不自由 5 7 5 0 4 8 4 6 4 2 4 8

内部疾患 6 1 5 0 4 6 4 8 4 9 5 0

4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4

1 2 5 1 1 2 1 1 0 1 0 8 1 1 7 1 1 4

4 6 4 3 4 6 4 2 4 7 4 7

身体障害者手帳

療育手帳

通院医療費公費負担患者数(3 2条)

精神障害者保健福祉手帳
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害福祉サービスや地域生活支援事業の充実により、尊厳ある日常生活・社会生活を支える体制

を整え、施設や病院から地域への移行支援も推進する。また、住民の支え合いによる誰にでも

優しい地域づくりを進め、地域で暮らし続けられる環境の確保を図る。 

（2） 障がい者（児）の自立と社会参加の支援 

障がいへの理解を深めるため、関係機関と連携しながら、広報・啓発活動を推進する。 

就労移行支援・就労継続支援等の制度について広く周知し、相談支援体制を基盤とした包括

的な支援を通じて、障がいのある方やその家族を含めた包括的な支援を通じて、経済的自立の

促進と就労機会の拡大を図る。 

身体障害者協会や県と連携し、スポーツ・レクリエーション活動を通じた社会参加の機会を

広げるとともに、誰もが村のイベントに参加しやすい環境づくりを進める。 

これらの取組により。障がいの有無にかかわらず、すべての村民が地域の一員として尊重さ

れる共生社会の実現を目指す。 

 

6.1.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和7年度） 

目標値 

（令和12年度） 

村民アンケート：「障がい者（児）福祉の充実」の

施策に対する満足度（満足・やや満足）の割合 
48.0% 53.0％ 

 

6.2.  高齢者福祉の支援 

6.2.1.  現況 

本村は超高齢社会が進展しており、65 歳以上人口は 1,232 人（42.3％）と増加傾向にある。

一方、75 歳以上人口は令和 6 年まで減少傾向にあったが、令和 7 年には増加へ転じており、高

齢者人口の構造に変化が生じている。介護保険受給者数は 224 人で近年減少傾向にあるものの、

要介護 4 及び 5 の占める割合は依然として高い水準で推移しており、介護予防施策の充実が求

められる状況にある。また、老人クラブの加入率は低下傾向にあり、地域における住民相互のつ

ながりの希薄化が懸念される状況にある。 

 

6.2.2.  課題 

本村においては、介護予防事業の実施及び生活支援体制整備事業による地域の支え合い活動

の推進に取り組んできたところであるが、がんじゅう教室（ミニデイサービス）については、地

区によって開催頻度にばらつきが見られ、生活機能の維持・向上につながりにくい状況がる。ま

た、後期高齢者の増加に伴い生活機能の低下や要支援状態にある高齢者の増加が見込まれる中、

通いの場による介護予防活動を継続しながらも、個々の生活課題や心身の状態に応じたきめ細

かな個別支援を組み合わせることの必要性が高まっている。さらに、高齢者が住み慣れた地域

において自立した生活を継続できるよう、地域包括支援センターを中核とした医療・介護・予
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防・住まい・生活支援の連携体制をさらに充実させていくことが求められている。 

 

表 2-9 高齢者人口比率の推移（単位：人、%） 

 
資料：福祉保健課    注意：各年 10 月 1 日現在 

 

表 2-10 要介護認定者数の推移（単位：人） 

 
資料：福祉保健課    注意：各年 10 月 1 日現在 

 

6.2.3.  基本施策 

高齢者の健康寿命の延伸及び介護予防の充実を図るとともに、住み慣れた地域において尊厳

を保持しつつ自立した生活を継続できるよう、高齢者福祉施策を総合的に推進する。 

（1） 介護予防の推進と生きがいづくり 

高齢者が可能な限り介護を必要としない生活を維持できるよう、地域の多様な主体と連携

し、介護予防・日常生活支援総合事業を中心とした介護予防サービスの充実を図る。がんじゅ

う教室（ミニデイサービス）については、現状の課題を踏まえ、より多くの高齢者の継続的な

社会参加及び生活機能の維持・向上につながるよう、関係機関と連携しながら運営の在り方の

見直しを進める。また、高齢者一人ひとりの生活課題や心身の状態に応じた個別支援の充実を

図るとともに、短期集中的な支援方法の活用を図り、社会参加や生きがいづくりの機会の充実

に努める。さらに、老人クラブ活動や地域活動等を支援し、高齢者が有する知識や技能を地域

で活かすことができる役割づくりを推進することで、地域とのつながりの強化を図る。 

（2） 地域包括ケアシステムの深化 

医療・介護・予防・住まい・生活支援を一体的に提供する地域包括ケアシステムの構築を推

進し、高齢者が要介護状態となっても住み慣れた地域において自分らしい生活を継続できる環

境の整備を図る。また、地域包括支援センターを中核として関係機関の連携を強化し、高齢者

を地域全体で支える体制の充実を図る。さらに、認知症サポーターの養成や見守り体制の充実

を図るとともに、介護予防及び自立支援の取組を推進し、認知症高齢者及びその家族が安心し

総人口 総人口比 総人口比

令和2年 3 ,0 8 6 1 ,1 7 0 3 7 .9 5 8 1 1 8 .8

令和3年 3 ,0 6 5 1 ,1 9 4 3 9 .0 5 5 9 1 8 .2

令和4年 3 ,0 6 5 1 ,2 1 1 3 9 .5 5 5 9 1 8 .2

令和5年 3 ,0 0 5 1 ,2 2 3 4 0 .7 5 7 4 1 9 .1

令和6年 2 ,9 3 4 1 ,2 3 5 4 2 .1 5 8 7 2 0 .0

令和7年 2 ,9 1 3 1 ,2 3 2 4 2 .3 6 0 6 2 0 .8

6 5歳

以上

75歳

以上

合計 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

令和2年 2 7 1 1 1 2 6 3 6 6 0 5 2 5 5 3 1

令和3年 2 7 0 1 9 3 0 3 5 5 5 4 5 5 6 3 0

令和4年 2 6 5 2 3 3 3 2 7 3 9 5 3 5 3 3 7

令和5年 2 4 7 2 8 3 3 2 4 3 8 4 0 5 7 2 7

令和6年 2 2 4 3 6 2 4 2 5 3 0 3 6 4 7 2 6

令和7年 2 2 4 3 1 2 6 3 0 3 7 4 0 3 6 2 4



前期基本計画 

44 

て暮らすことができる地域づくりを進める。 

 

6.2.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和7年度） 

目標値 

（令和12年度） 

村民アンケート：「高齢者福祉の充実」の施策に対

する満足度（満足・やや満足）の割合 
53.6% 59.0％ 

 

6.3.  地域福祉の支援 

6.3.1.  現況 

沖縄県のひとり親世帯出現率は 5.6％である一方、本村では令和元年現在 72 世帯・4.4％を占

め、ここ数年増加傾向にあり、特に働き盛りの 40 歳代の世帯が増えている。地域コミュニティ

により一定の支えはあるものの、一般的にひとり親家庭は社会的・心理的・経済的負担が大き

く、不安定な生活を強いられている。これまで、母子父子寡婦福祉資金貸付金の情報提供や医療

費助成制度の改善など、支援制度の周知と利用促進に取り組んできた。 

 

6.3.2.  課題 

母子寡婦福祉会への加入率が低く、就労情報や制度情報が対象世帯に十分届きにくい状況が

ある。ひとり親家庭が経済的に自立し、安定した生活を営むためには、民生委員等との連携によ

る生活面・精神面双方の支援が必要である。また、就業支援、子育て支援、生活支援、養育費確

保など、多角的な支援策を継続して整備することが重要であり、地域全体で支援体制を強化す

ることが求められている。 

 

表 2-11 母子・父子世帯数の推移（単位：世帯、人、％） 

 

資料：母子･父子家庭等医療受給者台帳 

注意：各年 9 月 1 日現在、ただし村内世帯数は 4 月 1 日時点 

 

母子・ 父子世帯数

割合 ～20代 30代 40代 50代～

令和2年 1 ,6 8 8 2 9 1 .7 3 1 1 9 6 4 5

令和3年 1 ,6 8 8 2 1 1 .2 1 1 0 6 4 3 3

令和4年 1 ,7 1 8 3 5 2 .0 2 1 1 1 2 1 0 5 4

令和5年 1 ,7 2 4 3 1 1 .8 2 6 1 5 8 4 9

令和6年 1 ,7 1 4 3 4 2 .0 2 7 1 4 1 1 5 6

令和7年 1 ,7 0 2 3 0 1 .8 2 5 1 5 8 5 6

村内

世帯数

親の年齢層別世帯数
子供数
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6.3.3.  基本施策 

ひとり親家庭等の実態を的確に把握し、生活基盤の安定と経済的自立を支援するとともに、

不安を軽減し適切な支援につなげる相談・指導体制を総合的に強化する。 

（1） 経済的自立の支援 

ひとり親家庭の生活安定と社会的自立を図るため、就業情報の提供を強化し、貧困対策支援

員等との連携のもと、就労促進と機会拡大を進める。また、母子父子寡婦福祉資金貸付金など

の制度周知を徹底し、積極的な活用を支援する。医療費助成制度についても社会情勢に応じて

見直しを行い、利用しやすい仕組みを整えることで、経済的負担の軽減と生活の安定化につな

げる。 

（2） 相談・指導体制の充実 

ひとり親家庭が気軽に相談できる体制を整えるため、身近な相談窓口の拡充や専門員の配置

を進め、相談内容に応じた適切な支援につなげる仕組みを強化する。さらに、母子寡婦福祉会

への加入促進や教育委員会、社会福祉協議会等との連携を深め、生活・子育て・就業など多面

的な課題に対応できる支援体制を整備することで、ひとり親家庭の総合的な生活安定を支え

る。 

 

6.4.  社会保障制度の充実 

6.4.1.  現況 

国民健康保険は相互扶助を基盤とし、村民の医療・保健を支える重要な制度である。本村の令

和 6 年度末の加入状況は、加入世帯 707 戸、被保険者 981 人で減少傾向にある。医療費総額は

4 億 6,600 万円、一人当たり 47 万 5,000 円であり、前期高齢者の医療費が約 71％を占める。調

定額 66,192 千円に対し収納額は 61,757 千円、収納率 93.3％で推移は令和 6 年度決算としては

減となっている。高齢化の進行などを背景に、今後の制度維持に向けた安定的運営が求められ

ている。 

 

6.4.2.  課題 

前期高齢者の増加に伴い、将来的な医療費の増大が見込まれるため、医療費の適正化と抑制

が重要となる。保険税収納率向上には、滞納者の実態把握や福祉・税務など関係機関との連携が

不可欠であり、状況に応じた丁寧な対応が求められる。また、制度理解を深めるための広報や相

談体制の整備、専任人材の確保も課題である。住民の生活習慣病予防や健診受診率向上など、保

健事業の強化も喫緊の課題となっている。 
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表 2-12 国民健康保険の加入状況と医療費の推移（単位：世帯、人、％、千円） 

 
資料:住民課 

 

表 2-13 国民健康保険収納状況の推移（単位：千円、％） 

 
資料:住民課 

 

6.4.3.  基本施策 

保険税収納率の向上と医療費の適正化を継続して進めつつ、生活習慣病予防などの保健事業

を強化して国民健康保険事業の健全運営を総合的に推進する。 

（1） 保険税収納率の向上 

国民健康保険財政の健全化に向け、滞納整理を進めて収納率の向上を図るため、関係機関と

連携して滞納者の状況を把握し、必要に応じて調査や差押え等の措置を行う。また、滞納者に

対する相談体制を充実させ、福祉制度等への適切な橋渡しを行うことで、滞納額の抑制と安定

的な納付を促す。あわせて、住民が制度を理解し安心して加入できるよう相談や案内機能の強

化に努め、適正な保険税運営を確保する。 

（2） 医療費の適正化推進 

医療費の適正化を図るため、レセプト点検体制を強化し、国保連合会や事業者との連携によ

り正確な点検業務を推進する。また、村民への制度理解を深めるため、ジェネリック医薬品の

利用促進など、医療費抑制につながる周知を行う。適正化の取組と併せて、住民の協力を得る

ことで効率的な医療の利用を促進し、健全な国民健康保険制度の維持に向けた基盤を整える。 

加入率 加入率

令和2年度 1 ,6 5 0 3 ,0 5 0 7 2 9 4 4 .2 1 ,0 4 5 3 4 .3 4 0 0 ,8 3 3 3 8 3 .6

令和3年度 1 ,6 9 1 3 ,0 7 1 7 2 7 4 3 .0 1 ,0 4 2 3 3 .9 4 2 3 ,3 1 1 4 0 6 .2

令和4年度 1 ,6 9 5 3 ,0 6 1 7 4 8 4 4 .1 1 ,0 2 9 3 3 .6 4 5 1 ,5 9 2 4 3 8 .9

令和5年度 1 ,7 1 6 3 ,0 3 4 7 2 5 4 2 .2 9 9 7 3 2 .9 4 2 9 ,2 9 6 4 3 0 .6

令和6年度 1 ,7 0 6 2 ,9 5 7 7 0 7 4 1 .4 9 8 1 3 3 .2 4 6 5 ,5 7 6 4 7 4 .6

一人当た

り 医療費
総世帯数 総人口

加入

世帯数

被保険

者数
医療費

6 2 ,4 1 5

6 5 ,2 7 6 6 5 ,4 2 7

6 2 ,2 5 3

6 6 ,1 9 2

6 0 ,6 5 9

6 3 ,3 3 7
6 3 ,6 3 9

6 0 ,2 2 4

6 1 ,7 5 7

9 7 .2 9 7 .0 9 7 .3
9 6 .7

9 3 .3

9 2 .0

9 3 .0

9 4 .0

9 5 .0

9 6 .0

9 7 .0

9 8 .0

9 9 .0

1 0 0 .0

5 4 ,0 0 0

5 6 ,0 0 0

5 8 ,0 0 0

6 0 ,0 0 0

6 2 ,0 0 0

6 4 ,0 0 0

6 6 ,0 0 0

6 8 ,0 0 0

7 0 ,0 0 0

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

調定額 収納額 収納率

（ 千円） （ ％）
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（3） 保健事業の推進 

生活習慣病の早期予防と重症化防止のため、健診受診率の向上を図り、未受診者の実態を分

析したうえで効果的な勧奨方法を検討する。また、健診結果を踏まえた保健指導につなげ、

個々の生活習慣改善を支援することで医療費の縮減を目指す。さらに、関係機関との連携を深

め、予防医療の重要性を住民に周知しながら、事業の実効性と継続性を高める取組を推進する。 

 

6.4.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和6年度） 

目標値 

（令和12年度） 

国民健康保険収納率 93.3％ 96.0％ 
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第3章  自然と共に、安心して暮らせる基盤づくり 

1.  道路 

1.1.  道路の維持・管理 

1.1.1.  現況 

本村の道路網は国道・県道を骨格に、村道、農道、林道等で構成されており、幹線道路の整備

は概ね完了している。第 5 次総合計画では危険箇所対策や村道改良を進めるとともに、橋梁の

架け替えや補修、法定点検を計画的に実施し、道路機能の維持が図られている。 

 

1.1.2.  課題 

村道や農道、林道については、路線相互のネットワーク性が十分とは言えず、改良が必要な路

線が残されている。また、財源制約により整備の見通しが立ちにくい状況が続いていることか

ら、計画的な事業実施と安定的な予算確保が課題である。加えて、橋梁については長寿命化計画

に基づき、予防的な維持管理を一層推進する必要がある。 

 

表 3-1 道路現況総括表（単位：ｍ、％） 

 

資料：村道路現況台帳調書（令和 7 年４月）、道路施設状況調書（令和 5 年４月１日） 

 

1.1.3.  基本施策 

今後も広域幹線道路と村道とのネットワーク化を推進し、災害時の対処、観光・産業振興等へ

の寄与を目指す。 

（1） 広域ネットワークの整備 

国道や県道などの広域幹線道路について、「過疎地域自立促進計画」に基づき、関係機関と

連携しながら整備を推進する。災害時の代替路確保や観光・産業振興を見据え、広域幹線道路

と幹線村道との円滑な接続を図ることで、村内外を結ぶ道路ネットワークの強化を進める。 

（2） 村内ネットワークの充実 

村内道路の利便性向上を図るため、狭隘道路の解消に向け、関係機関との調整や財源確保を

改良率 舗装率 設置延長 総延長

1 8 ,9 8 2 1 8 ,9 8 2 1 7 ,8 6 1 9 4 .1 % 1 8 ,9 8 2 1 0 0 % 1 5 ,7 1 3 2 5 ,7 8 1

3 ,4 9 6 3 ,4 9 6 2 ,6 3 3 7 5 .3 % 3 ,3 2 3 9 5 .1 % 6 9 9 6 9 9

7 9 ,4 1 6 7 9 ,4 0 9 6 9 ,8 7 2 8 8 .0 % 6 9 ,9 1 1 8 8 .0 % 7 ,1 5 0 7 ,1 5 0

一級 1 5 ,8 4 9 1 5 ,8 4 9 1 5 ,8 4 0 9 9 .9 % 1 5 ,8 4 9 1 0 0 % 2 3 6 2 3 6

二級 1 7 ,0 2 8 1 7 ,0 2 8 1 2 ,2 2 2 7 1 .8 % 1 2 ,2 2 2 7 1 .8 % 0 0

その他 4 6 ,5 3 9 4 6 ,5 3 2 4 1 ,8 1 0 8 9 .9 % 4 1 ,8 4 0 8 9 .9 % 6 ,9 1 4 6 ,9 1 4

1 0 1 ,8 9 4 1 0 1 ,8 8 7 9 0 ,3 6 6 8 8 .7 % 9 2 ,2 1 6 9 0 .5 % 2 3 ,5 6 2 3 3 ,6 3 0

国道

県道

村道

合計

総延長 実延長

改良済

延長 舗装道

歩道総延長
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行いながら計画的な整備を進める。あわせて、段丘面内の移動性向上を重視し、既存村道の改

良や優先度の高い路線からの整備、集落内雨水排水路の充実を図る。 

 

1.1.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和7年度） 

目標値 

（令和12年度） 

道路の改良率 88.7％ 90.0％ 

 

1.2.  道路環境の整備 

1.2.1.  現況 

大保ダム整備とあわせ、南北に比べ脆弱とされてきた東西方向の道路ネットワークの改善が

図られてきた。また、道路改良事業などにより安全性の向上が進められているが、道路環境の質

的向上に関する取組は限定的となっている。 

 

1.2.2.  課題 

低地部と段丘面、段丘面内の移動に不便が生じている区間が残っており、利便性向上に向け

た整備が求められる。また、道路環境改善事業が未着手であることから、交通安全や快適性、防

災性の向上を図るため、今後の計画的な検討と整備推進が必要である。 

 

1.2.3.  基本施策 

前期基本計画に沿って整備された道路や橋梁の維持、道路環境のさらなる改善を図る。 

（1） 道路環境の改善・安全性向上 

道路環境の改善が必要な箇所を抽出し、計画的な整備に向けた検討を進める。また、沿道景

観の向上を図るため、整備済み箇所の定期点検を行い、安全・安心な道路環境を維持するとと

もに、村道の危険雑木除去などを継続的に実施する。 

（2） 歩行者・橋梁の安全確保 

避難路や通学路における安全性向上を目的に、歩道設置が必要な箇所を整理し、関係機関と

調整しながら整備を進める。また、橋梁については法定点検を継続的に実施し、予防保全の観

点から計画的な点検・維持管理を行うことで、道路利用者の安全確保を図る。 

 

1.2.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和7年度） 

目標値 

（令和12年度） 

道路の舗装率 90.5% 92.0% 
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港湾・河川 

1.1.  港湾の活用 

1.1.1.  現況 

塩屋湾は本土復帰とともに地方港湾に指定され、一部護岸整備が進められてきた。また、新沖

縄八景に選定された景勝地であり、静穏な環境からシーカヤックなどのエコツーリズムや海面

養殖の場として活用されている。第 5 次総合計画では塩屋湾の基盤整備に向け県との調整を進

め、白浜区護岸については改修工事が進行中である。地域資源としての魅力と産業面での活用

が期待されている一方、整備は部分的に留まっている。 

 

1.1.2.  課題 

塩屋湾沿岸には地盤面が低い集落があり、異常潮位時に浸水被害が発生しているため、早急

な防災対策が必要である。また、観光振興と水産振興を一体的に推進するため、景観を活かした

親水性の高い施設整備が求められるが、これまで県との調整は進むものの具体事業には至って

いない。 

 

1.1.3.  基本施策 

港湾区域における親水性施設整備と浸水対策を進めつつ、エコツーリズム拠点として遊歩道

や体験型観光の充実を図り、観光と水産振興を連動させた総合的活用を推進する。 

（1） 基盤整備の充実 

港湾整備計画に基づき、広場・緑地・船揚場を備えた総合的かつ親水性の高い船だまり（塩

屋・田港・白浜の 3 か所）の整備を促進し、港湾海岸事業や高潮対策事業を活用して浸水被害

の解消を図る。塩屋湾が重要な観光資源であることを踏まえ、沖縄県へ継続的に整備要請を行

い、優先的な基盤強化を進めるとともに、異常気象時の浸水防止に向けた関係機関との調整を

着実に実施する。 

 

1.1.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和7年度） 

目標値 

（令和12年度） 

村民アンケート：「港湾の活用」の施策に対する

満足度（満足・やや満足）の割合 
28.3％ 38.0％ 
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1.2.  河川環境の維持 

1.2.1.  現況 

本村には大小 22 の河川が東シナ海へ注ぎ、部分的に河川改修が行われるなど、住民の憩いの

場として活用されている。赤土等流出防止対策協議会による農地の耕土流出防止や普及啓発、

学校への出前講座など教育活動も進められている。また、「ふるさと河川環境再生・活用整備事

業」により、大川川と周辺環境の整備が行われ、治水や自然環境再生に寄与している。 

 

1.2.2.  課題 

上流域の赤土流出や下流域の生活雑排水流入による河川汚染が進行し、河川環境の悪化が懸

念される。さらに、多くの河川が旧来工法のままで未整備箇所も多く、洪水時の災害対策が十分

ではない。耕土流出防止対策は一定の進展がみられるものの、継続的な普及啓発が必要である。

豊かな水辺環境の創出と河川生物の回復に向け、多自然型河川整備の推進が求められる。 

 

1.2.3.  基本施策 

赤土流出防止と河川浄化への取組を強化しつつ、多自然型河川整備による親水空間を創出し、

環境保全への意識向上と住民・来訪者が憩える水辺環境の充実を総合的に推進する。 

（1） 河川浄化対策 

赤土流出防止に向け、開発行為に対する通知徹底と農地からの流出改善策の検討を進め、梅

雨期などの高リスク時期における耕土流出抑制にも取り組む。生活雑排水の流入防止として合

併浄化槽の普及を促進し、河川浄化に対する村民意識を高めるため啓発活動を継続する。また、

改善が必要な地域を把握し、適切な環境保全行動につなげることで、河川本来の生態系を回復

させ、持続可能な水環境の創出を目指す。 

（2） 河川環境整備 

河川再生整備や河川周辺の緑化を進め、法面を自然に近づける多自然型河川改修を推進し、

親水性の高い水辺空間の形成を図る。補助事業の活用により計画河川全体の整備を進め、地域

住民の安全性向上と自然環境の再生を一体的に進める。 

 

1.2.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和7年度） 

目標値 

（令和12年度） 

村民アンケート：「河川環境の維持」の施策に対

する満足度（満足・やや満足）の割合 
16.4％ 26.0％ 
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2.  上水道・生活排水 

2.1.  水道水の安定供給 

2.1.1.  現況 

本村では、昭和 56 年度に給水人口 2,680 人を対象とした事業認可を受け、昭和 58 年から村

営簡易水道の供用を開始した。その後、事業変更認可を経て計画給水人口 4,200 人、1 日最大給

水量 2,000 ㎥の規模へ拡大し、村内一円の給水体制が概ね整備された。現在は維持管理の段階に

入り、水質悪化や漏水への対応に向けた施設更新や配水設備の整備が進められている。埋立地

での水道施設整備も完了し、第 5 次総合計画では老朽管更新や浄水・送配水施設の整備が継続

的に行われた。 

 

2.1.2.  課題 

昭和 56 年度から整備されてきた水道施設は老朽化が進み、漏水や設備故障が増加しているた

め、長寿命化を見据えた計画的更新や耐震化が急務である。また、地域開発の進展に応じて関連

事業との連携が求められる。その他、水道事業の健全運営に向けた効率化と技術力向上が課題

である。 

 

表 3-2 簡易水道事業の状況 

 

資料：建設環境課（日水協水道統計より） 

 

2.1.3.  施策 

水道施設の適切な維持管理と耐震化・長寿命化を進めつつ、安全で良質な水の安定供給体制

を確立し、水資源の有効利用と節水意識の向上を総合的に推進する。 

（1） 水道施設の整備 

安全で安定した水道水供給のため、老朽管の更新や浄水・送配水施設の整備を耐震化更新計

画に基づき計画的に推進し、補助事業による財源確保を図る。また、地域開発の動向を踏まえ、

関連事業と連携した施設整備を進める。漏水対策として緊急時の対応を強化するとともに、漏

水の恐れがある家庭等への注意喚起も行い、長期的視点に立った施設更新と維持管理の高度化

を目指す。 

給水人口

（ 人）

年間給水量

（ ㎥）

日給水量

（ ㎥）

1人1日平均

給水量(㍑)
有収率

令和2年度 3 ,0 6 8 3 9 5 ,8 2 3 1 ,0 8 4 3 5 3 7 6 .5 %

令和3年度 3 ,0 5 8 3 8 8 ,8 4 2 1 ,0 6 5 3 4 8 7 7 .8 %

令和4年度 3 ,0 3 9 3 9 1 ,4 3 3 1 ,0 7 2 3 5 3 8 3 .9 %

令和5年度 2 ,9 4 9 3 9 1 ,9 5 7 1 ,0 7 4 3 6 4 7 8 .2 %

令和6年度 2 ,9 2 2 3 8 1 ,9 9 1 1 ,0 4 7 3 5 8 7 4 .6 %
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（2） 水道事業の健全運営 

有収率が 75％台にとどまっていることから、漏水調査と修繕の強化により有収率向上を図

り、水資源の有効利用を推進する。村民に対して節水意識を高める啓発活動を行い、渇水時や

緊急時に備えた持続可能な水利用を促す。また、将来的には自主調査体制の整備によるコスト

削減を目指し、健全な事業運営を実現するための管理体制の強化と効率的な運用を進める。 

 

2.1.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和6年度） 

目標値 

（令和12年度） 

有収率 74.6％ 80.0％ 

 

2.2.  生活排水の適切な処理 

2.2.1.  現況 

本村の生活排水処理は、単独処理浄化槽や合併処理浄化槽による個別処理が主であり、過疎

地域であることから下水道整備は設備費や維持管理費の面で進まなかった。一方、結の浜地区

では生活圏整備が進み、平成 23 年に下水道が供用開始され水質保全に寄与している。第 5 次総

合計画では大宜味浄化センターに膜分離装置等を増設し水質保全機能を強化したほか、合併処

理浄化槽への移行促進のため補助金による設置支援を行い、個別処理の高度化が進められた。 

 

2.2.2.  課題 

過疎で集落が点在する本村では、下水道の面的整備が難しく、建設・維持コストの面から個別

処理が現実的である。一方、個別浄化槽は年 1 回の検査に限られ、維持管理に差が生じやすい

課題がある。汚水処理人口普及率は 63.4％（令和 6 年度）であり、今後も合併処理浄化槽への

切替促進と汚水抑制意識の向上が必要である。また、水質監視や施設管理の効率化を図りつつ、

村全体の排水処理を持続的に改善するため、住民との協働体制の構築が求められる。 

 

表 3-3 下水道処理人口 

 
資料：沖縄県土木建築部 

 

汚水処理人口 汚水処理（ 合併浄化槽除く ） 接続人口

普及率 人口 人口普及率 接続率

令和2年度 3 ,0 7 1 1 ,5 6 9 5 1 .1 % 2 4 7 8 .0 % 2 4 7 1 0 0 %

令和3年度 3 ,0 6 1 1 ,7 1 4 5 6 .0 % 2 7 6 9 .0 % 2 7 6 1 0 0 %

令和4年度 3 ,0 3 4 1 ,7 5 6 5 7 .9 % 2 7 4 9 .0 % 2 7 4 1 0 0 %

令和5年度 2 ,9 5 7 1 ,7 9 4 6 0 .7 % 2 6 1 8 .8 % 2 6 1 1 0 0 %

令和6年度 2 ,9 2 5 1 ,8 5 5 6 3 .4 % 2 7 9 9 .5 % 2 7 9 1 0 0 %

行政

人口
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2.2.3.  基本施策 

関連事業と連携した公共下水道整備を進めつつ、村民とともに生活排水対策に取り組み、汚

水抑制意識の向上と合併処理浄化槽への移行を推進して全体的な排水処理水準を高める。 

（1） 下水道施設の整備 

公共用水域の水質改善と快適な生活環境の確保に向け、関連事業と連携しながら家庭排水・

産業排水処理の体制を整備する。第 5 次総合計画で整備した箇所については定期点検を継続

し、水質保全に必要な機能を維持する。埋立地では南側整備が完了しており、今後は北側の土

地利用計画と調整しつつ面的整備を進めることで、地域の実情に応じた効率的な下水処理体制

の構築を図る。 

（2） 公共用水域の水質保全の啓発 

公共用水域の水質保全に向け、住民の理解促進と協力体制の強化を図る。既存集落では単独

処理浄化槽から合併処理浄化槽への移行を推進し、普及率向上のため補助制度を継続する。ま

た、汚水抑制意識を高めるため、環境教育や広報など効果的な情報発信方法を検討し、住民参

加型の水質保全活動を促進する。地域の実情に応じた排水処理改善を進め、持続可能な生活環

境の維持を目指す。 

 

2.2.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和6年度） 

目標値 

（令和12年度） 

汚水処理人口普及率 63.4％ 75.0％ 

 

2.3.  し尿・ごみの適切な処理 

2.3.1.  現況 

し尿処理は名護市衛生センターへ委託しており、令和６年度の処理量は年間約 1,300kℓ であ

る。今後は合併処理浄化槽の普及を進め、家庭排水と一体となった処理体制の強化が必要であ

る。第 5 次総合計画時においても合併処理浄化槽の新設や単独浄化槽からの切替に対して補助

を実施し、導入世帯の管理指導も行った。ごみ処理については、令和 6 年度に 1,016t を処理し

ており、やんばる環境美化センターを国頭村・東村と共同で運営し、広域で収集・処理を実施し

ながらごみ減量化に取り組んでいる。 

 

2.3.2.  課題 

合併処理浄化槽の切り換えについては個人負担となるため普及が低迷しているが、補助金の

存在を知らない人が多いため、補助金制度の啓発活動に力を入れていく必要がある。 

世界自然遺産登録に向けて、やんばる国立公園内でのごみの不法投棄対策は課題である。ま

た、ごみのリサイクルには費用がかかるため、コストに見合ったリサイクルのあり方を検討す
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る必要がある。 

 

表 3-4 し尿処理状況（単位：人、キロリットル、%） 

 

資料：建設環境課 

 

表 3-5 ごみ収集処理状況（単位：人、トン、%） 

 

資料：建設環境課 

 

2.3.3.  基本施策 

合併処理浄化槽の導入促進と効率的なし尿処理体制を整備しつつ、ごみ減量化と資源循環を

進めるため分別収集の強化を図り、環境負荷の低減を総合的に推進する。 

（1） し尿処理の推進 

令和 8 年度から名護市、国頭村、大宜味村及び東村で負担して建設した名護市し尿受入処理

施設を活用しながら、単独処理や未処理世帯に対して合併処理浄化槽の導入を促進するため補

助制度の活用を強化する。公共用水域の水質保全のため、補助制度の周知徹底を行い、浄化槽

の適正管理に向けた計画的な指導を継続する。住民が維持管理を適切に行えるよう支援し、家

庭排水の質の向上と持続可能な生活環境の確保を目指す。 

（2） ごみ処理の推進 

環境負荷軽減と資源循環を図るため、ごみの分別徹底と減量化を継続して進める。村民・事

業者に対し、分別方法の分かりやすい情報発信や意識啓発を行うことで協力体制を強化する。

また、小型家電等のリサイクル実績を踏まえ、費用対効果に基づいた本村に適したリサイクル

方法を検討し、持続可能なごみ処理体制を整える。広域処理の利点を生かしつつ、地域の実情

に応じた取組を推進する。 

 

収集率

令和2年度 3 ,0 6 8 1 ,2 5 3 3 ,0 6 8 1 ,2 5 3 1 0 0 % － － －

令和3年度 3 ,0 5 8 1 ,2 2 6 3 ,0 5 8 1 ,2 2 6 1 0 0 % － － －

令和4年度 3 ,0 3 9 1 ,1 8 5 3 ,0 3 9 1 ,1 8 5 1 0 0 % － － －

令和5年度 2 ,9 4 9 1 ,3 3 5 2 ,9 4 9 1 ,3 3 5 1 0 0 % － － －

令和6年度 2 ,9 2 2 1 ,0 2 9 2 ,9 2 2 1 ,0 2 9 1 0 0 % － － －

処理計画

人口

年間総

排出量

収集処理 自家処理

処理

人口

年間総

収集量

年間

処理量

し尿

浄化槽
その他

収集率 焼却 埋立 車両 人員

令和2年度 3 ,0 6 8 1 ,0 6 9 3 ,0 6 8 1 ,0 6 9 1 0 0 % 9 0 4 1 8 4 1 1～２

令和3年度 3 ,0 5 8 1 ,0 2 2 3 ,0 5 8 1 ,0 2 2 1 0 0 % 8 6 3 1 7 0 1 1～２

令和4年度 3 ,0 3 9 1 ,0 0 0 3 ,0 3 9 1 ,0 0 0 1 0 0 % 8 8 0 1 7 6 1 1～２

令和5年度 2 ,9 4 9 9 5 7 2 ,9 4 9 9 5 7 1 0 0 % 8 1 9 1 6 7 1 1～２

令和6年度 2 ,9 2 2 9 6 8 2 ,9 2 2 9 6 8 1 0 0 % 8 2 7 1 7 3 1 1～２

収集能力処理計画

人口

年間総

排出量

処理

人口

年間総

収集量

処理区分
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2.3.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和6年度） 

目標値 

（令和12年度） 

1人当たりのゴミの年間排出量 0.33トン 0.30トン 
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3.  消防・防災 

3.1.  消防・救急の推進 

3.1.1.  現況 

本村の消防・救急業務は国頭村・東村と構成する国頭地区行政事務組合消防団大宜味分団（１

３名、令和７年度）が担い、消火栓の維持管理や地域防火施設の充実が進められている。消防車

両は令和元年度以降、高規格救急車や水槽付消防ポンプ車などが順次更新整備され、体制強化

が図られた。火災は直近５年間の平均は 10 件前後となっており、令和 6 年の救急出動は 949 件

で急病と一般負傷が多い。 

 

3.1.2.  課題 

消防困難地域の解消と消防団員の確保が課題であるため、地域防災意識の向上と消防力強化

が求められる。避難訓練は実施されているものの、消火訓練が未実施であるため、住民参加型訓

練の充実が必要である。救急活動では迅速な搬送と適切な処置が求められるため、「プレホスピ

タルケア体制」の確立が重要となる。高齢化に伴う独居世帯の増加により孤独死への懸念も強

まっており、地域見守りと自主防災組織の立ち上げ促進が必要である。 

 

表 3-6 消防機械・消防隊員の状況（単位：台、人、令和７年時点） 

 

資料：国頭地区行政事務組合 

 

 

 

 

 

車別 合計 消防署 分遣所 駐在所 安田区 合計 本部 消防署 分遣所

指令車 1 1 消防司令長 1 1

高規格救急車 3 2 1 消防司令 5 3 1 1

水槽付ポンプ車 4 2 2 消防司令補 8 1 5 2

小型動力ポンプ付水槽車 1 1 消防士長 1 0 2 5 3

救助工作車 1 1 消防副士長 8 1 4 3

林野工作車 0 消防士 1 3 1 6 6

資機材搬送車 3 1 1 1

小型動力ポンプ積載車 1 1

水難救助艇及び資機材搬送車 1 1

防災活動車 1 1

救急普及啓発広報車 1 1

事務車 2 2

ト レーラー 1 1

消防車両の保有状況 消防隊員の配置状況
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表 3-7 火災発生状況の推移（単位：件） 

 

資料：国頭地区行政事務組合 

 

表 3-8 消防救急出動状況の推移（単位：件） 

 

資料：国頭地区行政事務組合 

注意：本村・国頭村・東村の合計値である 

 

3.1.3.  基本施策 

地域の防火意識と消防力を向上させつつ、消防・救急体制の機能強化を進め、迅速な救命と搬

送を可能にするプレホスピタルケアの確立と応急手当普及を総合的に推進する。 

（1） 火災予防の充実 

地域防火体制の強化に向け、消防機関と連携しながら防火意識の高揚を図り、消火訓練と避

難訓練を住民参加のもとで継続的に実施する。消防困難地域の解消に向け、必要箇所への消火

栓や防火水槽の設置を検討し、消防活動に支障をきたす道路や住宅環境の改善を進める。また、

集落内の不燃化対策や地域防火施設の整備を進め、安全性の高い住環境の形成を図る。 

（2） 国頭地区行政事務組合の機能強化 

消防・救急活動の高度化を図るため、国頭地区行政事務組合における消防車両・救急車両・

資機材の整備拡充を計画的に進め、老朽化した消防本部庁舎の整備に向け、三村間での協議を

行う。 

（3） 救急・救助体制の充実 

救急救命士の養成・確保を進め、病院実習や合同訓練によりプレホスピタルケア技術を向上

させる。また、住民や事業所、学校を対象に救命講習会を継続し、応急手当の普及を図る。救

急資機材の整備拡充を進めることで迅速な搬送体制を確保し、救命率の向上を図る。高齢化に

より増加する単身世帯への支援や見守り体制の強化も進め、安全で安心して暮らせる地域づく

りを支援する。 

 

火災発生件数

建物 林野 車両 船舶 その他 建物(㎡) 林野(ａ )

令和2年 1 3 5 3 1 4 5 3 .2 5 2 .0 9 4 5

令和3年 1 5 3 2 3 7 1 1 5 7 .2 7 1 .2 6 3 7 8

令和4年 6 1 1 1 1 2 2 2 0 .6 3 6 2 .5 2 1 7 5

令和5年 1 2 2 2 1 7 1 7 3 .0 2 ,0 8 8 .0 7 8 4

令和6年 7 4 1 2 2 1 4 9 .3 2 8 .0 6 5 4 2

死傷者

焼損面積 損害額

（ 千円）

消防救急出動総数

火災

事故

自然

災害

水難

事故

交通

事故

労働

災害

運動

競技

一般

負傷
加害

自損

行為
急病

その

他

令和2年 6 3 4 2 0 1 1 4 6 6 4 1 2 6 7 3 3 9 3 3 6

令和3年 6 9 9 1 0 5 3 3 1 0 0 1 3 9 7 4 4 5 4 4 6

令和4年 7 8 9 0 1 6 4 6 1 0 3 1 4 1 4 6 5 2 9 4 3

令和5年 8 9 0 1 1 8 6 4 1 9 5 1 5 5 3 8 5 7 5 5 1

令和6年 9 4 9 3 1 5 3 3 1 2 1 0 1 8 8 4 4 6 3 1 5 8
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3.2.  防災・交通安全・防犯対策の推進 

3.2.1.  現況 

本村は多くの集落が海岸低地に位置し、津波や高潮の危険性が高いほか、背後には急傾斜地

が迫り、崖崩れ等の自然災害が発生しやすい地形条件にある。このため、護岸や離岸堤、山崩れ

対策などを実施し危険軽減に努めてきた。令和４年度には各種災害に対応した「大宜味村地域

防災計画」を改定し、各世帯へのハザードマップの配布も行った。 

 

3.2.2.  課題 

地盤面が海面より低い地域では高潮・異常潮位による浸水被害が続き、河口閉塞による排水

不良箇所もあり改善が必要である。交通安全面では道路整備に伴う交通量増加や速度超過、ツ

ーリング客の騒音など課題が多く、幅員の狭い道路が依然として多いため、きめ細かな対策が

必要である。飲酒運転根絶に向けた取組強化も求められる。また、防犯面では地域の連帯意識低

下により見守り機能が弱まっており、防犯設備・体制の充実が重要である。 

 

表 3-9 交通事故発生状況（単位：件、人） 

 
資料：沖縄県警察「交通白書」 

 

3.2.3.  施策 

自然災害対策と地域防災力の向上を図るとともに、交通事故・飲酒運転の根絶に向けた安全

対策を強化し、地域全体の連携による防犯体制の充実を総合的に推進する。 

（1） 災害対策 

「大宜味村地域防災計画」については、状況に応じ適宜見直しを行い、自然災害が想定され

る地域で必要な整備を進めるとともに、避難路・避難場所の標示と整備を強化する。各地域に

おける自主防災組織化を促進し、消防機関等と連携を行い、防災講演会や防災フェア、避難訓

練などを通じて村民の防災意識を高める。また、学校や地域と協力して、災害時に迅速な避難

行動が取れる安全性の高い地域づくりを進める。 

（2） 交通安全対策 

危険箇所を中心にガードレールやカーブミラーなど交通安全施設の整備を優先度に応じて

計画的に推進し、歩行者・運転者双方の安全確保を図る。飲酒運転や速度超過防止に向け、交

通安全運動やイベントを通じて意識の啓発を強化する。道路幅員の狭い地域や急カーブが多い

発生件数 事故人数

死亡 重傷 軽傷 死者 重傷者 軽傷者

令和2年 4 0 2 2 6 0 2 4

令和3年 3 0 1 2 7 0 1 6

令和4年 1 0 0 1 1 0 0 1

令和5年 4 0 2 2 8 0 2 6

令和6年 4 0 1 3 4 0 1 3



前期基本計画 

60 

箇所についても細かな対策を検討し、騒音問題など地域特性に応じた交通安全の確保を進める

ことで、村民が安心して移動できる環境をつくる。 

（3） 防犯対策 

地域防犯体制の拡充を図るため、防犯パトロールの強化や自主防犯組織の育成を推進し、地

域の見守り機能向上を図る。警察署や防犯協会、自治会と連携し、防犯設備の整備や必要箇所

の改善を進める。また、子ども 110 番の家の設置促進と周知を図り、子どもや高齢者を含む誰

もが安心して暮らせる地域安全ネットワークを構築する。地域ぐるみで防犯意識を高め、安全

な生活環境づくりを推進する。 

 

3.2.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和7年度） 

目標値 

（令和12年度） 

Well-Being指標：私の暮らしている地域では、防災

対策がしっかりしている 
3.0 3.1 
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4.  村民生活 

4.1.  住環境の提供 

4.1.1.  現況 

本村では核家族化の進行や空き家増加に伴う宅地不足により住宅確保が困難となったことか

ら、住環境の改善と若者定住の促進を目的に、昭和 56 年度から村営住宅事業を開始し、平成 27

年度までに 11 団地 162 戸を整備してきた。また、結の浜地区においては民間アパートの誘致を

行うとともに、江洲地区等の定住分譲地の整備を通じて計画的な住環境の確保に取り組んでき

た。近年は空き家対策として、村が家主から空き家を借用・改修し、10 年間のサブリースを行

う事業を展開するなど、多様な受け皿確保に努めているが、移住希望者や若年世帯からの旺盛

な需要に対し、住宅供給が依然として追いつかない状況にある。 

 

4.1.2.  課題 

村営住宅は老朽化が進み修繕費が年々増加しており、建設年代の古い住宅では老朽度が特に

著しいため、躯体調査結果を踏まえたリフォーム等の改修が必要となっている。また、若者のＵ

ターンや移住希望者は存在するものの、空き家が多いにもかかわらず貸家として利用可能な物

件が不足しているため、村外へ転出せざるを得ない状況も生じている。そのため、村有地におけ

るアパート誘致や新たな宅地整備の検討に加え、現行のサブリース事業の継続や所有者への意

識啓発を通じて、潜在的な空き家を貴重な住宅資源として円滑に流通させる仕組みづくりが重

要となっている。 

 

表 3-10 村営住宅の整備状況（単位：㎡、戸） （令和 7 年度） 

 
資料：建設環境課 

名称 位置 構造
一世帯

あたり 面
棟数 戸数

建設

年度

田嘉里 田嘉里 耐火構造2階建 7 7 .6 5 1 0 H1 2

饒波 饒波 耐火構造2階建 6 4 .9 5 1 0 H3

大宜味 大宜味 耐火構造2階建 7 9 .6 3 8 H7

〃 〃 耐火構造2階建 7 9 .6 3 8 H8

塩屋 塩屋 耐火構造2階建 7 9 .6 3 6 H1 1

屋古 屋古 耐火構造2階建 6 4 .5 4 2 0 S 5 8

宮城 宮城 耐火構造2階建 6 3 .4 3 1 2 S 5 6

〃 〃 耐火構造2階建 6 3 .4 2 8 S 5 7

渡海 津波 耐火構造2階建 6 4 .5 2 1 0 S 5 9

〃 〃 耐火構造2階建 6 4 .5 2 1 0 S 6 0

〃 〃 耐火構造2階建 6 4 .5 2 1 0 S 6 1

田嘉里第２ 田嘉里 耐火構造2階建 6 8 .9 1 1 0 H1 9

喜如嘉 喜如嘉 耐火構造2階建 7 0 .9 1 1 0 H1 9

マーランガー 根路銘 耐火構造2階建 7 2 .8 1 1 0 H2 1

結の浜 塩屋 耐火構造2階建 7 4 .6 2 2 0 H2 2
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4.1.3.  基本施策 

村営住宅の計画的な改修により生活基盤の維持を図るとともに、新たな住宅用地の確保に向

けた検討や民間活力を活用した住宅供給を推進する。また、空き家活用や移住・定住支援策を一

体的に展開することで、誰もが安心して住み続けられる持続可能な住環境の整備に取り組む。 

（1） 村営住宅の整備 

老朽化が著しい村営住宅について、躯体調査等の結果に基づき計画的な改修やリフォームを

実施し、住宅の長寿命化と居住環境の向上を図る。 

（2） 住宅地の整備促進 

住宅需要の動向を踏まえ、新たな住宅用地の確保や宅地整備に向けた検討を進める。公有地

の有効活用や民間活力の導入により、若年世帯や移住者のニーズに応える多様な住宅供給の基

盤を整えることで、人口流出の抑制と社会増に向けた定住環境の構築を推進する。 

（3） 空き家活用と定住促進 

村が改修・整備を行うサブリース事業を継続するとともに、所有者と利用者を円滑に繋ぐ

「空き家バンク」等の導入に向けた検討を進め、潜在的な住宅資源を貸家として有効活用する

仕組みを構築する。集落支援員等によるマッチングや受入れ環境の整備、移住支援策の充実を

通じて、地域コミュニティの活力維持と持続可能な定住を促進する。 

 

4.1.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和7年度） 

目標値 

（令和12年度） 

村住宅を活用した移住者数 10人 30人 

 

4.2.  火葬環境の維持 

4.2.1.  現況 

本村が管理する大宜味村火葬場は、平成 11 年 1 月に供用開始され、長年の使用により老朽化

や設備機能の低下が進んでおり、故障時には運用停止となるリスクを抱えている。第５次総合

計画では故障箇所の修繕を定期的に行い、施設の機能維持に努めた。また、令和元年度には駐車

場の増設や転落防護柵の設置を行い、安全性と利便性の向上を図っており、今後も適切な維持

管理が求められる状況にある。 

 

4.2.2.  課題 

火葬場の老朽化と設備機能低下は進行しており、今後も安定した運営を行うためには計画的

な改修・更新が欠かせないため、引き続き設備機能の維持に努めていく必要がある。 
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4.2.3.  基本施策 

火葬場は、村民生活にとって必要不可欠な施設であり、その機能を絶えず安定的に維持して

いきながら、よりよい環境づくりに努める。 

（1） 火葬場の整備 

火葬場の老朽化と設備機能の低下に対応するため、定期的な改修・補修を行い、適切な施設

機能の維持に努める。併せて、葬祭場の整備可能性についても検討し、住民が安心して利用で

きる環境を整える。また、駐車場増設等で改善された箇所についても定期点検を継続し、安全

性の確保と利便性向上に努めることで、火葬場全体の機能強化と快適な利用環境の維持を図

る。 

 

4.2.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和7年度） 

目標値 

（令和12年度） 

村民アンケート：「火葬環境の維持」の施策に対

する満足度（満足・やや満足）の割合 
75.1％ 78.0％ 

 

4.3.  情報通信環境の確保 

4.3.1.  現況 

本村では、かつてテレビ・ラジオ・携帯電話の受信状況が悪く難視聴地域が多かったが、中継

局整備や通信事業者によるエリア拡大により大部分が改善されている。インターネット環境に

ついては、令和 2 年度に沖縄県と共同で実施した「超高速ブロードバンド環境整備促進事業」

により、民間事業者による通信サービスが開始され、通信環境が大幅に改善された。小中学校へ

の電子黒板やタブレットの導入や、ＩＣＴ支援員の配置等の取り組みも行われ、ICT 教育環境整

備も進展している。 

 

4.3.2.  課題 

本村では一部家庭（江洲、押川、津波、大宜味、大兼久、上原集落）や各公民館に防災行政無

線施設を設置しているが、強風雨時等には必要な災害情報や行政情報等の伝達が困難な状況に

ある。これまでも無線・デジタル化の整備を行ってきたが、山間部における一部地域において電

波が届かない場所があり、対応が必要である。 

 

4.3.3.  基本施策 

観光・教育面の利便性向上を図りつつ、災害に強い通信基盤の整備と村民ニーズに応じた防

災システム・情報発信体制の充実を総合的に推進する。 
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（1） 通信基盤の拡充 

主要公共施設への公衆無線 LAN（Wi-Fi）整備検討を進め、災害に強く、観光客や外国人の

情報収集環境や村民の教育環境向上を図る。 

（2） 防災情報の拡充 

既存防災行政無線のデジタル化や中継局、支局の整備拡充を図ってきた中で、新たな整備を

検討するとともに、防災行政無線中継局及び子局の増設・機能拡充、戸別受信機の導入のため

の補助購入制度の整備やインターネットサービスを活用した防災情報発信の拡充を促進し、防

災情報の受発信力向上を図る。これにより平時・災害時を通じて安全性の高い情報環境を整え、

地域防災力の向上につなげる。 
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第4章  協働と健全な行政運営による持続可能な地域の実現 

1.  行財政運営 

1.1.  行政運営の推進 

1.1.1.  現況 

本村では、厳しい財政状況の中でも良質な公共サービスを確実に提供するため、行政改革を

継続的に進めてきた。組織機構の見直しにより効率的な行政運営に努めてきた。また、県内外研

修の実施による職員育成、人事評価制度の導入により、能力開発やモチベーション向上も図ら

れてきた一方、小規模自治体特有の業務集中や多様化により、一人ひとりの職員の負担は大き

い状況にある。 

 

1.1.2.  課題 

深刻化する人口減少や少子高齢化による労働人口の減少など自治体を取り巻く環境は急激に

変化しており、そのような状況下においても、持続的な行政サービスを維持する必要があるこ

とから、ＤＸの推進による行政運営の抜本的な効率化を図り、多様化する住民ニーズに的確に

対応することが重要である。 

 

1.1.3.  基本施策 

効率的で高度な行政組織と人材体制を構築し、事務の電子化の検討を行い、業務効率化を図

りながら、住民サービスの向上を目指す。 

（1） 行政組織の整備拡充 

組織風土の改革を進めるため、人材配置の適正化や働きやすい職場環境づくり、人事評価制

度の活用による職員の資質向上を図る。業務目標を明確にし、個々の職員の能力開発と組織目

標の連動を強化するとともに、部門横断的な連携を強め、複雑化する行政課題へ総合的に対応

できる体制を整える。効率的な組織運営のため、業務量に応じた適正配置や働き方改革にも配

慮しながら、行政組織全体の活性化を推進する。 

（2） デジタル・トランスフォーメーション（DX）の推進 

限りある財源と人的資源をより効率的・効果的に活用し、村民ニーズを的確に把握した満足

度の高い行政サービスを提供するため、多様な担い手との連携を図るとともに新たなデジタル

技術などを含めた行政サービスの改善と向上を推進する。 

 

 



前期基本計画 

66 

1.1.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和7年度） 

目標値 

（令和12年度） 

Well-Being指標：暮らしている地域の行政は、地域

のことを真剣に考えていると思う 
3.1 3.2 

 

1.2.  財政運営の推進 

1.2.1.  現況 

国の財政運営は、社会保障費等の増加により過去最大となる見通しで、地方財政も物価高や

デジタル化への対応、こども・子育て支援の加速プランに伴い、過去最大級の規模となる見込で

ある。 

本村においても、人口減に伴う自主財源の減収の中、地方交付税や国庫支出金、地方債などへ

の依存財源が高い割合を占めている。経常収支比率も高く続く見込みで、財政の弾力性が低下

し、今後の施策展開が制約されてくる懸念がある。その中で、ふるさと納税は本村の貴重な財源

となっている。 

 

1.2.2.  課題 

本村の財政健全化において、自主財源の増収確保が急務である。基金の精査・運用・活用によ

る積極的な先行投資を行い、人口増加・定住促進整備へ早急に取り組んで行く必要がある。 

行政改革が進む一方で、人件費等の経常経費は今後も増加する見込であるため、DX の推進に

伴う「職員定数管理計画」を策定し、それに基づく「中長期財政計画」による財政の健全化を継

続させていく必要がある。 

 

表 4-1 一般会計決算収支状況の推移（単位：千円） 

 
資料： 会計課 

 

 

 

 

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

歳入総額 4,450,178 4,723,781 5,707,047 4,970,940 5,529,306

歳出総額 4,153,486 4,274,458 5,092,005 4,703,117 5,065,756

歳入歳出差引額 296,692 449,323 615,042 267,823 463,550

繰越金 74,367 91,622 226,306 40,349 148,755

実質収支 222,325 357,701 388,736 227,474 314,794

単年度収支 ▲ 20,707 135,376 31,035 ▲ 161,262 87,321

積立金 121,898 151,320 199,916 294,395 163,188

積立金取崩額 0 292,351 378,589 0 95,000

実質単年度収支 101,191 ▲ 5,655 ▲ 147,638 133,133 155,509
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表 4-2 財政力指数等総括表（単位：千円、%） 

 
資料 会計課 

 

1.2.3.  基本施策 

人口規模や財政構造を踏まえた歳入・歳出の効率化を図りつつ、自主財源の確保と計画的な

財政運営により、中長期財政計画に基づく持続可能な財政基盤の確立を目指す。 

（1） 財政運営の効率化 

歳出面では、重点・主要施策を主に、前例踏襲の業務を確実に精査することで無駄を省き、

同時に DX の推進によるコスト削減を図る。歳入面では、国や県などの財源を有効活用しなが

らも、人口増に繋がる、公共サービスの質や住民サービスの満足度を高めるための先行投資を

行うことで、持続可能な自主財源の確保をはかり、財政運営の最適化を実現する。 

（2） 自主財源の確保 

税(料)収においては、引き続き口座振替や電子決済を推奨し、段階的な徴収手段による確実

な財源確保を行う。 

また、積極的に定住地や戸建て住宅・集合住宅から学生寮にいたる幅広い施策を展開するこ

とで、定住人口増に伴う財源の確保を目指す。 

さらに、ふるさと納税（むらづくり応援寄附）の活用を充実させ、返礼品や寄付メニューの

工夫を行い、これらの取組を通じて、村の財政基盤を強化し、持続可能な財政運営を実現する。 

 

1.2.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和6年度） 

目標値 

（令和12年度） 

財政力指数 0.39 0.42 

 

 

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

基準財政需要額 1 ,7 5 8 ,1 1 5 1 ,9 3 4 ,0 5 2 1 ,9 8 9 ,9 3 3 2 ,0 0 6 ,7 5 0 2 ,0 5 3 ,6 0 7

基準財政収入額 7 2 0 ,4 5 3 7 0 0 ,2 4 0 7 1 2 ,2 1 3 8 3 2 ,0 0 6 8 1 8 ,8 9 3

財政力指数 0 .4 1 0 .4 0 0 .3 8 0 .3 8 0 .3 9

標準財政規模 2 ,0 4 1 ,2 3 5 2 ,1 0 2 ,9 1 7 2 ,2 2 8 ,6 9 2 2 ,2 6 7 ,3 6 3 2 ,2 8 0 ,9 2 9

実質収支比率 1 0 .9 1 7 .0 1 7 .4 1 0 .0 1 3 .8

経常一般財源収入額 1 ,9 7 7 ,2 0 2 2 ,0 4 2 ,8 7 4 2 ,2 1 6 ,5 9 8 2 ,2 5 3 ,7 4 0 2 ,2 9 8 ,1 8 3

経常収支比率 8 8 .9 8 8 .1 8 3 .7 8 6 .5 8 8 .8

実質公債費比率 8 .4 8 .6 8 .3 8 .1 8 .5
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1.3.  公共施設等の維持管理 

1.3.1.  現況 

本村が保有する公共施設は多様であり、学校、保育施設、集会施設、観光関連施設、道路・橋

梁など幅広い社会資本によって地域生活が支えられている。しかし、多くの施設は建設から長

期間が経過し、老朽化や機能低下が進んでいる。また、人口減少・少子高齢化を背景に施設利用

の変化が生じており、管理コストの増加と将来的な更新負担の拡大が課題となっている。限ら

れた財源の中で、施設の適正配置と維持管理の最適化が求められている。 

 

1.3.2.  課題 

本村の社会基盤は築後年数を重ねた施設が多く、今後急速な老朽化が懸念される。効果的な

更新・改修・維持管理を行うとともに、防災・減災への対応を強化するなど、強靭化に向けた取

組が求められる。また、限られた財源の中で事業を優先づけ、計画的かつ持続可能な支出に転換

していく必要がある。 

 

1.3.3.  基本施策 

公共施設等総合管理計画に基づき、現状と将来需要を踏まえた適正な維持管理と施設マネジ

メントを推進する。 

（1） 公共施設等総合管理計画の推進 

公共施設の現状と将来見通しを踏まえ、総合的・計画的な管理により財政負担の平準化と安

全・利便性の確保を図る。平成 29 年策定の「大宜味村公共施設等総合管理計画」に沿って維

持管理と長寿命化を進め、施設利用状況や財政状況の変化に応じて適宜見直しを行う。 

 

1.4.  広域行政の推進 

1.4.1.  現況 

本村は北部広域市町村圏事務組合に属し、地域振興事業をはじめ、消防・救急、ごみ処理など

の広域行政に国頭地区行政事務組合として取り組んでいる。また、介護保険事業は沖縄県介護

保険広域連合により実施され、国立公園・世界自然遺産に関しても国頭村・東村との協働が増え

ている。近年は ICT の発達により遠隔自治体との連携も進展しており、行政需要の拡大や住民

生活圏の広域化に対応した効果的な連携の重要性が高まっている。 

 

1.4.2.  課題 

広域行政では、複数自治体による事務運営のため責任の所在が曖昧になることや、連絡調整

に多くの時間や労力を要することが課題として指摘される。広域化による効果を十分に発揮さ
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せるためには、役割分担の明確化と連携体制の精度向上が不可欠である。また、人口減少など共

通の課題に対し、移住促進など広域的な取り組みを強化し、地域全体の発展につなげていくこ

とが求められる。 

 

1.4.3.  基本施策 

広域行政の積極的な検討と連携強化により、行財政基盤の強化と地域全体の発展を図る。 

（1） 広域的連携の推進 

広域行政に関する情報提供を通じて村民理解の向上を図るとともに、北部広域市町村圏事務

組合や関係自治体との連携を強化し、役割分担を明確にする。必要に応じて関係省庁や専門機

関から助言を得ながら、最適な広域連携の在り方を検討し、効果的な行政運営と地域全体の発

展につながる広域協力体制を構築する。 
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2.  自治運営 

2.1.  村民参加 

2.1.1.  現況 

本村では、情報公開条例および個人情報保護条例を制定し、広報誌やホームページを活用し

た行政情報の共有に努めている。また、施策説明会やアンケート調査などを通じて村民の意向

把握を行い、村政への反映を図っている。近年は、地域主体のイベント運営が定着するなど、自

分たちの手で地域を良くしようとする参画意識が着実に醸成されている。 

 

2.1.2.  課題 

重要施策の推進にあたっては、その性質や規模に応じて、適切な情報提供と丁寧な周知を行

い、村民の理解と信頼を深めることが求められる。一方で、多様化する村民意向を効率的かつ効

果的に集約するための手法の検討が必要である。今後は、単なる情報の伝達に留まらず、村民の

知恵や行動力を村政に活かす「共創」の視点を取り入れ、持続可能な行政運営と調和した参加型

の村づくりを構築することが重要となっている。 

 

2.1.3.  基本施策 

行政情報の適切な公開と効果的な参画機会の提供により、村民の意見が建設的に村づくりへ

反映される体制を整える。事業の目的や内容に応じた柔軟な情報共有を行い、村民と行政が互

いの役割を理解し合う、健全な協働による村づくりを推進する。 

（1） 村民参加の促進と相互理解の醸成 

各種媒体による多角的な情報提供を通じて、行政施策への客観的な理解を促すとともに、計

画策定時にはアンケートやパブリックコメント、ワークショップ等の多様な手法から最適なも

のを選択し、幅広い世代の意向把握に努める。また、地域活動の支援を通じたコミュニティの

強化を図り、権利と責任のバランスが取れた主体的かつ建設的な参画意識を育むことで、集落

自治の維持と持続可能な村づくりにつなげる。 

 

2.1.4.  重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（令和7年度） 

目標値 

（令和12年度） 

村民アンケート：「村民参加」の施策に対する満

足度（満足・やや満足）の割合 
31.9％ 35.0％ 
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2.2.  各種団体活動支援 

2.2.1.  現況 

村では、NPO 法人やボランティア団体、観光協会等の各種団体が、環境保全や地域振興など

の分野で自主的な活動を展開している。行政は計画策定等の過程でこれらの団体の専門的な意

見を参考にするなど、地域との連携が進展している。一方で、活動を牽引するリーダー人材の確

保や、次世代への継承が共通の課題となっており、組織の自立的な運営を支える支援が求めら

れている。 

 

2.2.2.  課題 

行政と地域団体の連携を深化させるためには、互いの専門性や役割を尊重した協働の仕組み

を強化し、各団体の知見を効果的に政策形成に活かす必要がある。また、持続可能な地域運営に

不可欠なリーダー人材の育成に向け、既存の助成制度の活用支援や研修機会の提供を戦略的に

行い、団体の活動基盤の安定と、地域課題の解決に向けた実行力の向上を図ることが求められ

ている。 

 

2.2.3.  基本施策 

各種団体の自主的な活動を尊重し、地域リーダーの育成支援を通じて、村民主体の村づくり

の機運を高める。行政との円滑な情報共有と適切な役割分担に基づく協働を強化し、地域の諸

課題に柔軟に対応できる持続可能な活動体制の構築を支援する。 

（1） 各種団体の活動支援と協働の強化 

各種団体の専門的な知見を事業実施等に反映させ、対等なパートナーシップに基づく効率的

な協働を推進する。団体運営に資する情報提供や組織間のネットワーク構築を支援するととも

に、活動の自立性を高めるための助成制度の活用を促進する。また、研修機会の創出を通じて

次世代の地域リーダーを育成し、団体の継続性を確保することで、地域の活力を維持する住民

主体の村づくりを推進する。 
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第5章  総合戦略 

1.  総合戦略の位置づけ 

本章に定める総合戦略は、まち・ひと・しごと創生法第 10 条に基づく市町村版総合戦略として、

本計画と一体的に策定するものである。 

国においては、令和 7 年 12 月に「地方創生に関する総合戦略」が策定され、人口減少を正面から

受け止めた上で、「強い経済」、「豊かな生活環境」、「選ばれる地方」の実現を目指すことを重視

する方針が示されている。 

本村においても、人口減少や高齢化が進行している現状を踏まえ、本総合戦略では、人口の増減そ

のものを直接の成果目標とは置かず、人口動向に影響を及ぼす要因である以下の改善を通じて、持続

可能な地域づくりを推進する。 

①雇用・所得を生み出す力 

②安心して暮らせる生活基盤 

③地域への愛着や関与の広がり 

 

2.  総合戦略の期間 

本総合戦略の期間は、国の総合戦略の期間を勘案し、令和 8 年度から令和 12 年度までの 5 か年と

する。 

 

3.  総合戦略の基本目標 

本村の総合戦略では、総合計画の将来像「自然と文化を守り、地域の力で未来をつむぐ村」の実

現に向け、次の 3 つを基本目標として設定する。 

■基本目標 1 

地域資源を活かし、持続的に稼ぐことができる村経済の確立 

■基本目標 2 

人口減少下においても、安心して暮らし続けられる生活環境の維持 

■基本目標 3 

住み続けたい、関わり続けたいと選ばれる村の実現 
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4.  基本目標別の施策と重要業績評価指標（KPI） 

4.1.  基本目標１ 地域資源を活かし、持続的に稼ぐことができる村経済の確立 

4.1.1.  施策の方向性 

・農林水産業の担い手確保と付加価値向上 

・観光・特産品・工芸等による域外需要の獲得 

・地域内での就業機会の確保 

 

4.1.2.  総合戦略 KPI 

以下の指標により、地域経済が縮小する中にあっても、村内において安定的に付加価値が生み

出されているかを検証する。 

・農業収入金額 

・漁業村内総生産 

・観光入込客数 

・1 事業所当たりの製造品出荷額 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 
目標値 

（令和12年度） 

農業収入金額 108百万円（令和7年度） 110百万円 

漁業村内総生産 164百万円（令和7年度） 200百万円 

観光入込客数 262千人（令和6年度） 290千人 

１事業所当たりの製造品出荷額 6,966万円（令和6年度） 7,300万円 

 

4.2.  基本目標 2 人口減少下においても、安心して暮らし続けられる生活環境の維持 

4.2.1.  施策の方向性 

・医療・福祉・子育て体制の確保 

・交通・道路等の生活インフラの維持 

・防災・減災への備えの強化 

 

4.2.2.  総合戦略 KPI 

以下の指標を通じて、人口規模にかかわらず生活の質が確保されているかを評価する。 

・特定健診受診率  

・医療体制に対する村民意識 

・道路改良率 
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・防災対策に対する村民意識 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 
目標値 

（令和12年度） 

特定健診受診率 50.1％（令和6年度） 60.0％ 

Well-Being指標：暮らしている地域は、医

療機関が充実している 
2.9（令和7年度） 3.5 

道路の改良率 88.7％（令和7年度） 90.0％ 

Well-Being指標：私の暮らしている地域で

は、防災対策がしっかりしている 
3.0（令和7年度） 3.1 

 

4.3.  基本目標 3 住み続けたい、関わり続けたいと選ばれる村の実現 

4.3.1.  施策の方向性 

・教育・文化・社会教育の充実 

・子ども・若者の地域への愛着形成 

・関係人口の創出と拡大 

 

4.3.2.  総合戦略 KPI 

以下の指標は、定住人口のみならず、将来の回帰意識や関係人口を含めた「選ばれる村」を測る

指標として位置づける。 

・教育環境に対する村民意識 

・文化・芸能に対する誇りの村民意識 

・将来世代のために環境や文化を残したいと考える村民意識 

・観光入込客数 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 
目標値 

（令和12年度） 

Well-Being指標：私の暮らしている地域で

は、教育環境（小中高校）が整っている 
3.5（令和7年度） 3.6 

Well-Being指標：暮らしている地域は、文

化・芸術・芸能が盛んで誇らしい 
3.4（令和7年度） 3.5 

Well-Being指標：将来生まれてくる世代の

ために、良い環境や文化を残したい 
4.2（令和7年度） 4.3 

観光入込客数 262千人（令和6年度） 290千人 

 

 




